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本市の市域は、南北に長く東西に短い形となっています。北半分は丹波高原の老の坂山地

の麓で、南半分には、大阪平野の一部をなす三島平野が広がっています。 

近年における市の環境の概況としては、大気、水質では、概ね環境基準を達成しており、健

康被害や環境への大きな課題は発生していません。 

また、令和６(2024)年３月に、本市では、茨木市再生可能エネルギー導入戦略を策定しま

した。本戦略は、地域脱炭素実現に向けた再生可能エネルギー導入のための計画であり、再

生可能エネルギー導入に関わる具体的な施策を推進するため策定したものです。長期目標

である令和32(2050)年度市民一人当たり温室効果ガス排出量実質ゼロに向け、取組を着

実に実現させていきます。 

令和７(202５)年度版いばらきの環境は、茨木市環境基本条例第10条に基づき年次報告

書として作成したもので、平成27(2015)年度から令和６（2024）年度の10年間を計画期

間としている第2次茨木市環境基本計画における基本施策の４つの柱に沿った構成としてい

ます。 

環境像 

 心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしいまち 

基本施策 

 4つの基本施策を立てており、いずれの施策も人づくりや仕組みづくりが重要であることから、

「環境意識」「環境教育」「環境行動」を横断的な要素としています。 

 

 

 

 

 

  

 

 

はじめに 

 

環境意識・環境教育・環境行動 

基本施策１ 

いごこちの良い生活環境を 

たもつ 

バランスのとれた自然環境を 

つくる 

 

基本施策２ 

きちんと分別で資源の循環を

すすめる 

基本施策４ 

ライフスタイルの見直しで 

低炭素なまちをめざす 

基本施策３ 
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計画（Plan） 

毎年の実施計画「第５次茨木市総合計画実施計画」 

 

改善（Action） 実施（Do） 

 

 

点検・評価（Check） 

 

 

 

意見・助言 

年次報告書 

（いばらきの環境） 

の公表 

・Check内容を取組方法や事業 

 

・必要に応じ環境指標の見直し 

・市の施策、事業の実施 

・市民・事業者・市の連携による 

取組の実施 

内容に反映 

・市民・事業者の取組状況の把握 

・環境審議会 

・プラットホーム 

・市民・事業者 

・市の施策、事業の評価 

茨木市環境基本計画の上位計画である「第５次茨木市総合計画」では、基本計画に掲載され

ている施策等を効果的に進めていくために、今後市として取り組むべき具体的な事業の計画を、

「実施計画」として毎年度見直しながら作成しています。 

環境基本計画のＰＤＣＡサイクルでは、この実施計画を改善することとしており、本報告書では、

実施計画の事業など具体的な取組内容について記載しています。 

また、報告書の公表に際して、環境審議会からの意見や助言に基づき、取組方法などの見直し

を行い、次年度以降の実施計画に反映しています。 

環境基本計画の進行管理（ＰＤＣＡサイクル） 
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１ 令和５(2023)年度のい・バ・ラ・き環境ニュース 
※７ イコクルいばらき‥地域の活性化や賑わいの創出、防災機能の強化などをコンセプトとした、南部地域の

新たな拠点。 

追手門学院大学 

総持寺キャンパス 

 

彩都はなだ※２ 

令和６(202４)年度 
 

平成25(2013)年度 
 

茨木市の全域図 

（撮影日） 
平成 25(2013)年 12月 25日 
平成 25(2013)年 12月 29日 
平成 25(2013)年 12月 31日 
平成 26(2014)年 1月 3日 

（撮影日） 
 令和６(2024)年 11月 
 

市役所 

環境基本計画策定年度である平成 25(2013)年度と直近で、本市がどのような

変化をしたのか見てみましょう。 

千提寺ビオトープ※１ 

立命館大学 

ＪＲ総持寺駅 

安威川ダム※４ 

新名神高速道路 

茨木千提寺ＩＣ 

※１ 千提寺ビオトープ‥水生生物などの生きものが生息できるように作られた人工的な空間のことをビオト
ープという。千提寺ビオトープには、新名神高速道路の建設予定地にあったため池に生
息・生育していた水生生物や植物を移植している。 

。 

ダムパークいばきた 

※３ 

彩都もえぎ※６ 

※２ 彩都はなだ‥彩都東部地区「中央東地区」の町名。 

※３ ダムパークいばきた‥官民連携により整備する安威川ダム周辺の公園。 

※４ 安威川ダム‥Ｐ.18 参照 

※５ 彩都あかね‥彩都中部地区の町名。 

彩都あかね※５ 

イコクルいばらき※７ 

※６ 彩都もえぎ‥彩都東部地区「山麓線エリア地区」の町名。 
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年末市内一斉清掃を実施しました 

１ 令和６（2024）年度のい・バ・ラ・き環境ニュース 

令和６(2024)年度の主な取組を、環境基本計画で掲げている「４つの基本施策」

から一つずつご紹介します！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ごこちの良い生活環境をたもつ 

 

 

いばらきの生きもの博を「おにクル」 

で開催 

ランスのとれた自然環境をつくる バ 

 い 

茨木市住みよいまちづくり協議会では、

毎年 12 月の第一日曜日に市内一斉清掃

を実施しています。令和６年12月１日には、

市内全域で、自治会・老人クラブなど 369

団体 21,158 人が参加され、ごみ収集量

は、約 41.1ｔ（収集車両延べ 38台分）で

した。 

 

みなさんのご協力により、まちが 
きれいになりました。 

自然にかかわる様々な団体が新施設「おに

クル」に集まり、本市に広がる豊かな自然や

生態系の面白さを紹介する場として「いばら

きの生きもの博」を開催しました。市内に生

息する生きものの生体展示やワークショップ

を実施して約 4,000 人の方が来場され、生

きものと触れ合うことで自然を体感し生物多

様性への興味を深める機会となりました。 

 
水生生物の展示 
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再エネ電力導入奨励金支給制度の開始 

 

イフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす ラ 

  

 

使用済みインクカートリッジの回収の開始 
 

ちんと分別で資源の循環をすすめる 

 

き 

回収された使用済インクカートリッジは、提携

事業者（ジット株式会社）により再生インクカ

ートリッジやプラスチック資源としてリサイクル

されます。 

この取組を通じて、廃プラスチック削減と再資

源化を促進し、脱炭素社会の形成に繋げてま

いります。 

【回収ボックス設置場所】市役所本館 8 階環

境政策課窓口 

・使用済インクカートリッジ回収について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo

/kankyos/menu/kateikeigomi/65211.html 

【市 HP】ページ ID：65211 

家庭の電気契約を再生可能エネルギー100％

由来の電力に切り替えた方に奨励金を支給するこ

とで、市域の温室効果ガス排出量の削減を図り、

脱炭素社会の構築に寄与する制度を開始しまし

た。令和６年 11 月から制度が始まり、令和６年度

は１件に申請がありました。 

 

・再エネ電力導入奨励金支給制度 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kanky

os/menu/hojo/65206.html 

【市 HP】ページ ID：65206 
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２ 環境像を実現するための基本施策・取組方針の進捗状況 

各基本施策・取組方針ページの見方 -Ｐ.22～23を例に- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※木質ペレット等の製造工場への、間伐材の搬入量は、平成 29(2017)年度以降、搬入先の辞退申し入れに
より把握出来る数値がありません。 

※平成 30(2018)年度からバイオエタノールプラントへの廃木材搬入をしていないため、把握できる数値があ

りません。搬入されていた廃木材は、ごみ処理の燃料となる石炭コークスとともに燃焼の副資材として活用さ
れています。 

 

基本施策３ ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす 

取組方針（２）再生可能エネルギー・省エネルギー設備の 

導入促進 

 【目指すまちのすがた】 
・化石燃料に依存しない、再生可能エネルギー等の導入により、低炭素な暮らしや事業活動の
普及が進んでいます。 

 

（8-1）「再生可能エネルギー導入件数」 
 
再生可能エネルギーの主である太陽光発電

設備の導入件数が 472 件であり、前年度から
400件を超えて推移しています。近年、システム
設置費用が低下し、導入しやすくなったことが
要因であると考えられます。 
※再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、

バイオマスなど、自然の営みから継続して利用できるエネルギー

のことです。 
※新電力とは、電力小売自由化により、新規参入した電力会社の

ことです。※茨木市所管施設での再生可能エネルギー導入状況

は、資料編 P.38～39に記載しています。 

 

：基準年度       ：最新年度 

【環境指標(8-1)の状況】 

 

■目指すまちのすがた 

環境基本計画では取組方針ごとに、それぞれの

目指すまちのすがたを示しています。 

簡潔な表記としているため、それぞれ具体的に

含まれている内容については、環境基本計画で

ご確認ください。 

■環境指標 

環境指標は、環境基本計画（平成 27(2015)年３月策定）で設定されたもの

で、めざすべき環境像である「心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしい

まち」の実現に向けて実施する施策や取組の動向を把握するための数値です。 

 

■基準年度と最新年度 

基準年度…環境基本計画で基準としている年度（平成 25(2013)年度） 

最新年度…最新年度…令和６(2024)年度に把握可能である最新の年度 
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■太陽光発電システム設置場所の貸し出し【水道部総務課】→環境指標8-1と関連 

平成28(2016)年度から再生可能エネルギーの導入促進を目的に、水道施設の一部を太陽光発電シス

テムの設置場所として、公募により決定した民間事業者に有償貸し出ししています。 

令和６(2024)年度の合計発電量は200,296kWhでした。 

 

■西穂積配水場で小水力発電を導入【水道部総務課】 

令和６(2024)年12月から、西穂積配水場において、環境負荷やCO2排出量の削減に努める 

ことを目的に、受水エネルギーを有効活用して小水力発電事業を実施しています。 

令和６(2024)年度の合計発電量は35,772kWhでした。 

・ 茨木市の水道施設における小水力発電事業の実施について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/suido/suidoubu_soumuka/menu/oshirase/63730.html  

【市HP】ページID：63730 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

～太陽光発電システム等設置に対する補助制度を実施しています～ 

市では地球温暖化対策の一環として、家庭における新エネルギー機器・省エネルギー機器の
普及を促進するため、太陽光発電システム・太陽熱利用システム・蓄電システム・太陽光発電シ
ステムと同時に家庭用燃料電池（エネファーム）を設置した方に対して設置費用の一部を補助
します。 
 
申請書類の詳細は、市ＨＰからダウンロード、または環境政策課窓口で配布しております。 

・住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度のご案内 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/2024solar.html 

【市HP】ページID：57732 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

小水力発電システム 西穂積配水場 

■令和６（2024)年度に実施した主な取組内容の紹介 

取組方針における具体的な取組内容を紹介しています。 

 

■環境指標●-●と関連（環境指標の（●-●）と対応） 

対応する環境指標の実績値を、目指す方向に進めるよう寄与する取組を表し

ています。 

■【●●課】 

取組の担当課を示しています。 

■ページ ID※ 

市公式ホームページの各ページには、それぞれ固有の「ページ ID」が割り

振られており、各ホームページの右上に掲載されています。 

（一部ページを除く） 

※ページ ID検索の方法 

市のトップページや各ページ右側の「ページ ID検索」 

の検索窓にページ IDを入力して、検索ボタンをクリック 

すると、該当のホームページが表示されます。 
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☆以下、環境指標の基準年度は基本的に第2次茨木市環境基本計画策定時において最新データであった 
平成25(2013)年度としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本施策１ いごこちの良い生活環境をたもつ 

取組方針（１）健康に過ごすことができる生活環境の保全 

 【目指すまちのすがた】 
・大気、水等の環境が良好な状態で維持されています。 
・生活排水が適正に処理されています。 

：基準年度   ：最新年度 

（1-3）「公害苦情の解決率」 

寄せられた公害苦情36件のうち、解決に
至ったのは25件で解決率は69.4％でし
た。苦情解決率は例年より微減となる結果
でした。 

（1-2）「道路騒音の環境基準達成率」 
 
令和６(2024)年度の数値は、一般国道

171 号、大阪中央環状線、茨木摂津線の 3
路線3地点での環境基準達成率です。茨木
摂津線については、平成 29(2017)年度よ
り、毎年測定する路線に追加しています。 

※道路騒音の測定結果の詳細は資料編P.28～29

に記載しています。 

（1-1）「一般環境における騒音の環境 
基準達成率」 

 
環境基準達成率は 88.9%で、前年より微

減となる結果でした。  

※一般環境の騒音測定結果の詳細は資料編P. 26

～27に記載しています。 

（1-4）「公共下水道の人口普及率」 
 
本市では、昭和 30 年代後半(1960 年
代前半)の急激な都市化によって、浸水や水
質汚濁が進み、昭和37(1962)年から公共
下水道の整備に着手しました。この下水道
整備を市政の最重要施策として、積極的に
実施し、令和 6(2024)年度末現在で公共
下水道の人口普及率は 99.5%となってい
ます。 

【環境指標(1-1)～(1-4)の状況】 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 
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■市内の環境監視及び公害関係法令に基づく指導【環境政策課】 
→環境指標1-1、1-2、1-3と関連 

※以降、各環境指標を目指すべき方向にしていくための取組を紹介する際、上記のように記載します。 

 

市内の大気汚染、水質汚濁、騒音の状況を把握するため、大気常時監視、河川及び地下水の水質測定、

一般環境及び道路沿道の騒音測定を行いました。大気常時監視の結果については、市のホームページに

速報値を掲載しています。このほか、光化学スモッグ発令時には、関係機関に通報連絡をしています。 

大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法等の公害関係法令に基づく届出の受付及び立入調

査、改善指導等を行うとともに、市民からの公害苦情及び相談を受けたときは、関係課と連携し、発生源事

業所に対する改善指導を行い、良好な生活環境の保全に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■水洗便所の普及（水洗便所改造に係る貸付金・助成金）【下水道総務課】 

水洗便所設置等を促進するため、くみ取り便所等から水洗便所への改造に必要な資金を、１設備につき

300,000円以内で貸し出す貸付金制度を設けています。また、水洗便所に改造される際に、１戸１設備に

限り5,000円の助成金の交付を行っています。令和6(2024)年度は、助成金の交付決定を７件行いまし

た。 

・水洗便所改造に係る貸付金・助成金について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/gesuidosoumu/menu/benjokaizo.html  
【市HP】ページID：5409 

 

■合併浄化槽の設置【下水道施設課】 

川や水路の水をきれいに保ち、快適な生活環境をつくるために、平成25(2013)年度より本市の北部

地域に合併浄化槽（家庭から排水される台所や風呂などの生活排水とし尿を一緒に浄化処理する施設）

を市で設置し、維持管理する公設浄化槽事業（民間の浄化槽を所有者から寄附を受け、市で維持管理を

行う事業を含む）を行っています。 

対象地域は、大字泉原、大字上音羽、大字下音羽、大字長谷、大字銭原、大字清阪で浄化槽の大きさ

が200人槽以下となる住宅または事業所を対象としています。 

これまでに、累計で148基整備しています。 

・公設浄化槽の設置希望者を募集 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/gesuidoshisetsu/menu/45175.html 

【市HP】ページID：45175 

  

市のホームページ 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/

  

茨木市大気環境情報 
http://www.ibaraki-kankyo.jp/index.php  

 

 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 
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大気 

二酸化硫黄（日平均値の 2％除外値） 
【環境基準】0.04ppm以下であること等 

二酸化窒素（日平均値の年間 98％値） 
【環境基準】0.06ppm以下であること等 

 

水の汚れ具合を表す目安として「ＢＯＤ

（生物化学的酸素要求量）」という指標

があります。ＢＯＤとは水中の汚れを微生

物が分解し、きれいにする時に必要な酸

素の量を示したものです。この数値が大き

いほど、水は汚れています。魚が快適に住

める水質は、ＢＯＤ5mg/L以下です。 

 

一酸化炭素（日平均値の 2％除外日） 
【環境基準】10ppm以下であること等 

 

光化学オキシダント（昼間の１時間値の最高値） 
【環境基準】0.06ppm以下に維持すること等 

 

 

光化学オキシダント以外の項目について、

環境基準を達成しています。詳細な数値に

ついては、いばらきの環境資料編「大気環

境の保全」（P.3～8）をご覧ください。 

生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）（75％水質値） 
【環境基準】２mg/L以下であること 

 

 

水質 

浮遊粒子状物質（日平均値の 2％除外日） 
【環境基準】0.10mg/㎥以下であること等 

 

 

※中央卸売市場局については、令和 5(2023)年度に廃止となりました 

令和６（202４）年度のいばらきの生活環境について 
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■ＰＲＴＲ法に関する届出及びライフサイエンス系施設環境保全対策【環境政策課】 
→環境指標2-1、2-2と関連 

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管

理の改善の促進に関する法律」（PRTR法）に基づき、特

定化学物質の環境への排出量等の届出を事業所へ指

導し、事業者による化学物質の自主的な管理や削減へ

の取組が促進するよう助言を行いました。市内から排出

される化学物質は、塗料、インキ、ガソリンに含まれる揮発

性有機化合物が大半です。 

また、市内で「ライフサイエンス系施設の環境保全対

策に係る協定」を締結している事業者には、実験の実施

状況や施設の管理状況等の報告を指導するとともに、定

期的に立入調査を実施し、施設の適正な維持管理につ

いて指導を行いました。 

※ライフサイエンス系施設とは、遺伝子組換え実験等及び遺伝子組換え生
物の保管、運搬を行うための施設のことです。 

  

基本施策１ いごこちの良い生活環境をたもつ 

取組方針（２）新たな環境課題への対応 
 

○目指すまちのすがた 
・化学物質を取り扱う事業所では使用の低減と適正管理が行われ、ライフサイエンス系施設で
は環境保全協定が守られ、周辺環境が良好な状態で維持されています。 

：基準年度   ：最新年度 

ライフサイエンスパークのまちなみ 

（2-1）「事業所における化学物質排出
量」 
 
国で取りまとめを行った最新の数値として、
令和５(2023)年度の事業所における化学物
質排出量は 115ｔでした。平成 23年度をピー
クに減少傾向にありましたが、法改正により、
塗料、インキに含まれる化学物質など本市では
新たに 7 物質（６５ｔ）が届出対象になったこと
から、令和５年度は増加しています。 

（2-2）「環境保全協定の締結件数」 
 
令和６(2024)年度末時点での環境保全

協定の締結件数は 16件でした。 
 
※環境保全協定とは、「茨木市生活環境の保全に関する条

例」に基づき、ライフサイエンス系施設の設置の際に市と事業

者の間で締結し、周辺の環境に影響を及ぼさないようにする

ために、安全管理組織の整備、事故等の未然防止等について

定めるものです。 

【環境指標(2-1)～(2-2)の状況】 

 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

目指す方向性 

目指す方向性 
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基本施策１ いごこちの良い生活環境をたもつ 

取組方針（３）快適環境の保全 
 
○目指すまちのすがた 
・モラル・マナーの向上で快適な生活環境が保たれています。 

：基準年度   ：最新年度 

※平成 27(2015)年 6 月までは飼い犬を含む 

（3-3）「不法投棄処理件数」 
 
不法投棄禁止の看板設置や継続的な

パトロールを実施したことで、不法投棄件
数は前年度に比べやや減少しています。 

※不法投棄処理量については資料編P.32に掲載していま

す。 
 

（3-1）「路上喫煙率」 
 
路上喫煙率は下げ止まりの水準が続いて
いることから、定点調査の実施を令和５年度
から一時中断していますが、マナー推進員や
職員による巡回指導等の路上喫煙防止に
関する啓発活動の取り組みを継続していま
す。 
・路上喫煙禁止地区について  

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/shi

minseikatsu/menu/shiminseikatsukakari/rojokitsue

n/kinsitikusitei.html【市 HP】ページ ID：24752 

 （3-2）「市内一斉清掃参加者数」 
 
市内一斉清掃参加者数は、コロナ禍による

活動の中止が影響し、参加人数が減少して
いましたが、地域活動が徐々に平常時に戻り
つつあることから、ボランティア活動への関心
も高まり、昨年度より増加したと考えられま
す。 
※年末一斉清掃の参加者数になります。 
※令和２(2020)年度・令和３(2021)年度は中止しました。 

（3-4）「飼い猫等の避妊・去勢手術
費補助件数」 

 
補助件数は、前年度に比べ増加しまし

た。所有者不明猫の避妊・去勢手術に取
り組む団体は、令和 7（2025）年 3 月末
現在で 23 団体の登録があり、地域の
方々に活動意義の理解を求め、生活環境
に配慮しながら積極的に取り組んでいま
す。 

※環境基本計画では「飼い犬等」ですが、制度の変更に

伴い「飼い猫等」に変更しています。 

※路上喫煙率＝喫煙者（加熱式たばこ含む）/総通行量 
※令和 5 年から定点調査の実施を一時中断しています。 

 

【環境指標(3-1)～(3-4)の状況】 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 



13 

 

 

 

■動物愛護の推進【市民生活相談課】→環境指標3-4と関連 

飼い猫等のみだりな繁殖を抑制し、動物愛護についての意識の高

揚、並びに地域社会に対する迷惑の防止を図るため、猫の飼い主、及

び一定要件を満たす所有者不明猫を減らす活動を行う団体に対して、

避妊・去勢手術費の一部の補助を行いました。 

所有者不明猫活動団体は世話をする猫が避妊・去勢手術を受ける

際、同時に耳先をカットし繁殖能力がないことが一目で分かるように

して、捕獲した場所に戻します。このように、地域に不幸な命を増やさ

ず、所有者不明猫が命を全うできるよう、人と動物が安心して暮らして

いけるような環境づくりに取り組んでいます。 

また、動物愛護週間の啓発行事として「動物愛護展」を開催し、パ

ネルの展示や譲渡動物についての情報提供などを行いました。 

・所有者不明猫活動団体について  

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kurashi_tetsuzuki/pet_animal/cat

/54199.html 
【市HP】ページID：54199 
 
 

 

■ごみの散乱防止【環境事業課】  

ごみ置場のごみの散乱を防止するため、「防鳥ネット」の貸し出しを

行っています。カラスが集積場所のごみを荒らして困るという苦情をよ

く聞きます。主な原因は、簡単にエサとなる生ごみにありつけるからだ

といわれています。カラスの繁殖期は３月から７月で、この時期、カラス

の活動は活発になります。 

ごみの出し方次第で、環境やまちの美観を損ねることはもちろん、

格好のカラスのエサとなります。カラスが活動しにくいまちにするには、

まずエサを絶つことです。 

市が収集するごみ集積場所については、管理している自治会や地

域の団体等に対して、防鳥ネットの貸し出しを行っています。環境事業

課（東野々宮町14-１)または環境政策課（市役所本館８階）へお越

しください。 

なお、防鳥ネットが不要になった場合は、市にご返却ください。(破損

した場合は、新しいものと交換いたします。) 

 

・ごみ集積場所の「防鳥ネット」を貸出しします 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyoj/menu/bo
chonet_kashidashi.html 

 【市HP】ページID：3470 
 

 

 

 

 

 

 

防鳥ネット 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

耳のＶ字カット 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■さくらまつり【公園緑地課】 

緑地の桜を楽しんでいただくことで、自然環境の大切 
さを啓発するとともに、まちの活性化につなげるために、 
桜の開花シーズンに元茨木川緑地で市民さくらまつりを 
開催しています。 
令和6(2024)年度は3月26日から4月9日に開催し、 

16,189人の方が来園しました。 
 

・市民さくらまつりの開催について（開催時期のみ掲載） 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/koen/menu/  

event/sakura.html  

 

 

 

空き地の管理（空き地の指導件

数） 

基本施策２ バランスのとれた自然環境をつくる 

取組方針（１）都市とみどりの共存 
 

：基準年度       ：最新年度 

【目指すまちのすがた】 
・市民や事業者・団体が、みどりの必要性を認識し、緑化活動や水辺の保全が進んでいます。 
・公園や水辺は、市民でにぎわっています。 

（4-1）「市街地の公園・緑地面積」 
 
ダムパークいばきた市街地の公園・緑地

面積が追加され 166.49haになりました。 

（4-2）「身近な緑を育む事業参加
者数（花と緑の街角づくり推進事業
参加者数）」 

 
令和６（２０２４）年度は 1,788 人で、
参加者の高齢化により、基準年度より減
少しました。 

【環境指標(4-1)～(4-2)の状況】 

 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

さくらまつり 
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若園公園 せん定実技講習の様子 

■若園公園バラ園【公園緑地課】 

市の花バラが親しまれるように、若園公園に 

180品種 1,750株のバラを植栽したバラ園 

があります。春と秋の開花シーズンには市内   

外から多くの方々が訪れます。 

令和６(2024)年度は、夏と冬にせん定実技 

講習会を開催しました。 

・若園公園 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/koen/menu/koen_yugu/koen_yugu_syokai/wakazono.html   

【市 HP】ページ ID：5728 

 

■民有地緑化助成事業【公園緑地課】 

都市緑化を推進するためには、公共施設だけではなく住宅や事業地等の民有地の緑化に取り組む必

要があります。本市では住宅等への生垣、壁面緑化、道路沿いの植栽を対象に、その費用の一部を助成

し、緑豊かで潤いのある街づくりの推進を図っています。 

令和６(2024)年度は1件、新たに沿道に10本の樹木が植栽されました。 

・【制度が新しくなりました】住宅や事業所を緑化する人へ補助金を交付します 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/koen/menu/keikaku_shiryo_shinseisyo/ryokkaseido/ikegakiryokka. 

html 【市 HP】ページ ID：5100 

 

■みどりのカーテンの推進【環境政策課】 

身近に実践できるヒートアイランド対策として、みどりのカーテンを推進し

ています。みどりのカーテンとは、つる性植物を窓や壁の外側にカーテンのよ

うに生育させることで、日差しを和らげたり、葉から出る水蒸気（蒸散作用）

で室内の温度上昇を防いだりするものです。 

令和６(2024)年度は市民49人、事業者等３団体、市立保育所等７か

所、市立幼稚園８園、市立小学校32校、市立中学校11校、学童保育室２か

所に取り組んでいただきました。 

 

■庁舎の屋上緑化【総務課】 

建物のコンクリートや道路のアスファルトなどは、太陽の熱を吸収し蓄えるため、夜になっても気温が下

がらない「ヒートアイランド現象」が起こります。このような現象を抑制する対策として、平成26(2014)年

度に、庁舎の屋上の一部を緑化し、屋根焼けの防止及び断熱・保温効果による空調の効率化を図ってい

ます。 

施工した箇所の効果測定を行い、外気との温度差でみると、概ね同じ外気温度で施工前と比較した場

合、夏期で0.7℃から1.4℃の断熱効果が、冬期では、0.7℃から2.8℃の保温効果があると考えられま

す。 

  

家庭での取組の様子 
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：基準年度   ：最新年度 

【目指すまちのすがた】 
・美しい里地・里山が保全され、環境に配慮した農地の活用が進んでいます。 
・間伐材などの有効利用が多方面で進んでいます。 

基本施策２ バランスのとれた自然環境をつくる 

取組方針（２）自然資源の利用の推進 
 

（5-1）「エコ農産物栽培面積」 
 
エコ農産物栽培面積が 14.62ha となっ

たのは、栽培者の減少が要因であると考えら
れます。 
 
※エコ農産物とは、農薬と化学肥料（チッソ）の使用量を慣行

栽培の 5割以下にして栽培された農作物です。 
 

（5-3）「森林サポーター養成講座 
参加者数」 

 
自然災害が多発しているなど森林への関心
が高まっていることから、森林の保全に関わりた
いと考える人が増えてきていると考えられ、昨年
に引き続き 20人を超える参加者がありました。 

（5-2）「ふれあい農園区画利用数」 
 
ふれあい農園はすべての区画について申し
込みがあり、区画利用数は 177区画です。 
 

・市が開設したふれあい農園について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/nout

omidori/menu/nougyounikansurukoto/shimin/nouwota

noshimitaikata/shiminnouentou/citizenfarm_zenihara

1.html 【市 HP】ページ ID：3030 

 

【環境指標(5-1)～(5-3)の状況】 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 
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■里山センター【農林課】 

里山センターは森林保全ボランティア団体の活動拠点施

設です。身近な自然に親しんでいただけるよう、四季のイベ

ントや炭焼き講座を開催しています。また、活動で発生した

木材や炭の販売など、間伐材の有効活用も進めています。 

 
・里山センターについて 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/noutomidori/

menu/shinrinnikansurukoto/satoyamasentanitsuite/satoyamas
enta.html  
【市HP】ページID：20985 

  

■農業祭の開催【農林課】 

市内農林産物等を展示・販売し、まちと里山の交流を図ることで農林業に対する市民の理解と認 

識を深めるとともに、農林業の健全な発展と農業の活性化を図りました。 

 

■農業の振興と遊休農地の解消【農林課】 

茨木の農業を振興し、遊休農地を解消するために、集落営農組織の運営支援、新規就農のサポー

ト、農業委員会と連携した遊休農地調査や営農指導を行いました。また、地域の農業の将来像を明確

化した「地域計画」を策定したほか、本格的な農業技術を学ぶ「就農支援塾あぐりば」と、一定の農業

技術等がある人を「地域農家候補者」として認定し、農地貸借を可能にする「地域農家制度」の運用

を開始しました。 

 

・就農支援塾あぐりば 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/noutomidori/menu/nougyounikansurukoto/shimin/nougyouwohaji
metaikata/agriba.html 【市HP】ページID：63483 

 

■森林整備について【農林課】 

公益的な機能を有する森林の保全を図るため、林業者団体が実施する森林整備作業に対して支援

を行っています。また、令和６(2024)年度には、森林環境譲与税を森林整備や茨木市森林整備ボラン

ティア団体活動促進事業、林地台帳更新保守、おにクル自然工作教室、木製マタニティーマークキー

ホルダー、木のボールプールに活用しました。 
  ※森林環境譲与税とは、温室効果ガス排出削減や災害防止を図るための森林整備に必要な財源を確保するために、国から譲与される 

地方譲与税です。 
 

 

  

茨木市里山センター 

茨木市里山センター 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 
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安威川ダム周辺のプロジェクトについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■河川体験型環境教育事業の実施【環境政策課】→環境指標6-1と関連 

市民に豊かな茨木の自然を感じてもらい、自然環境や生物多様 

性に対する環境意識を高めてもらうため、大正川（天王小学校前） 

と安威川（桑ノ原橋上流）で河川体験型環境教育事業を行いました。 

捕獲した魚や水生昆虫の同定を行い、身近な川に生息する生

物について学びました。また、在来種と外来種を実際に見ながら解

説を聞くことで、外来種の生態系への影響について理解を深める

機会となりました。 

 

■生きもの調査員養成連続講座の実施→環境指標 6-1 と関連 

    本市に残る豊かな自然環境について知り、生物多様性を保全することの重要性を学ぶ講座を実施して

います。本講座修了後、希望者は環境資源補完調査の調査員として活動しています。令和６(2024)年度

は６回実施し、29人の参加がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本施策２ バランスのとれた自然環境をつくる 

取組方針（３）生物多様性の保全 
 
【目指すまちのすがた】 
・生きものや自然と触れ合う機会が増えています。 
・多様な生きものが生息・生育できる環境が整っています。 

：基準年度   ：最新年度 

生保半島さくら広場 
と 

GRAVITARE OSAKA 

（6-1）「生きものや自然に関する学習
機会の提供回数・参加者数」 

 
講座やイベント等を実施し、生きものや自

然に関する学習機会の提供回数・参加者
が、17回・1,353人となりました。 

【環境指標(6-1)の状況】 

 

令和６（202４）年度に実施した主な取組内容の紹介 

目指す方向性 

・安威川ダムと周辺整備について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/toshiseibi/hokubus

eibi/menu/aigawadam/index.html 【市 HP】ページ ID：8747 

・安威川ダム自然環境保全対策 

https://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/aidamu/kankyouhoze

n.html 【左図読取でアクセスできます】 

 

  

安威川ダムの建設については、緑地の保全・回復等に

努めた工事が大阪府によって行われていましたが、令和

６(2024)年３月に関連工事も含めて完了しました。 

また、安威川ダムの周辺では、自然環境と調和の取れ

た都市公園「ダムパークいばきた」の整備を茨木市、民間

事業者、大阪府で連携しながら進めており、緑を多く配置

しています。 

 



19 

 

特定外来生物について 

「特定外来生物」とは、外来生物（人によって持ち込まれた生物）のうち、外来生物法によって指
定された生きものです。特定外来生物に指定された生きものについては飼育、栽培、保管及び運搬
することや、野外へ放つ、植える及びまくこと等が原則禁止されます。 
 クビアカツヤカミキリは幼虫がサクラ・ウメ・モモなどバラ科の樹木の内部を食い荒らし、加害され
た木は衰弱して、やがて枯れてしまいます。茨木市内では確認されていませんが、近年、近隣市で被
害が発生しています。 
  令和５(2023)年には、茨木市内でアルゼンチンアリの生息が確認されました。アルゼンチンアリ
は毒性がなく人体・健康への直接的な影響・被害はありません。しかし、繁殖力が強く生態系に大き
な影響を与えます。また、屋内に侵入する、食品に群がるなど不快害虫として日常生活に支障が出
るほか、機械類に侵入し故障を引き起こす可能性もあります。 
  令和５(2023)年６月には、アカミミガメとアメリカザリガニが条件付特定外来生物に指定されま
した。捕獲・飼育・無償譲渡はできますが、逃がしたり、販売・購入したりすることは法律で禁止され
ています。 

・茨木市で発見されている特定外来生物について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/biodiversi

ty/ikimono/gairai/38148.html 【市 HP】ページ ID：38148 

 

■環境資源補完調査の実施【環境政策課】 

市域の生物多様性の状況を把握するため、平成27(2015)・28(2016)   

年度に環境資源調査を実施し、その調査を補完するために毎年度、環境資源  

補完調査を実施しています。 

また、調査結果を基に、生きもの発見ガイドブックを作成し、生きもの調査員  

養成連続講座の受講生に配布しています。 

令和６(2024)年度は、公園緑地、里地里山を対象として、４回調査を実

施しました。 
  ※環境資源調査とは、市民学習や自然環境保全施策に活用できる基礎資料を作成することを

目的に平成28(2016)年度に茨木市内の動植物の生息・生育状況を調査したもの。 
 

■アライグマ・ヌートリアの被害対策【農林課】 

アライグマによる農作物被害や家屋への侵入等の生活環境被害が急増、また、南米原産のネズミ

の仲間で、大きなオレンジ色の前歯が特徴のヌートリアによる被害の報告も出ています。ともに「特定

外来生物」に指定されており、本市では、市民等の要望に応じて｢箱わな」を貸し出しています。 

・鳥獣関係について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/noutomidori/menu/nougyounikansurukoto/nougyousha/nougyou

nikansurujyouhou/tyoujyuukankeinitsuite/index.html 
【市HP】ページID：46722 

 

■北部の害獣対策・防除について【農林課】 

害獣とは、農林産物の食害や田畑を掘り起こすなどの被害を加える哺乳類です。 

イノシシ・シカによる農作物被害や目撃情報が多く寄せられていることから、実行組合への捕獲

檻の貸し出しや猟友会によるくくりわなの設置等により、イノシシ・シカを捕獲しました。また、被害防

止のため農業者に対し有害獣防止柵等の設置に対する補助金を交付しました。 

・イノシシ対策について 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/noutomidori/menu/nougyounikansurukoto/nougyousha/nougyounikansur

ujyouhou/tyoujyuukankeinitsuite/inoshishi.html【市HP】ページID：3239 
 

 

 

  

クビアカツヤカミキリ 

左：生きもの発見ガイドブック 

右：生きものいろいろ探しに 

行こう！（リーフレット） 
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【目指すまちのすがた】 
・市民等の環境に関する意識が高まり、省エネルギーの実践が進んでいます。 

基本施策３ ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす 

取組方針（１）省エネルギーの実践及び普及啓発 

 

※基準年度は平成 25（2013）年度 

 
（7-3）「プラットフォームへの参加者数」 
 
令和６(2024)年度は、プラットフォーム構築
支援業務を委託し、専門家の協力のもと、２回
の脱炭素プラットフォーム構築に向けたワーク
ショップを開催し、異業種の事業者がマッチン
グして脱炭素に貢献する新たな取組みを考え
ました。第１回は 14人、第２回は 13人の事業
者・市民団体が参加しました。 
※プラットフォームとは、市民や事業者など様々な主体の

方が集まり、それぞれの取組やアイデアを持込み情報交

換や勉強会を行う場のことです。 
※一般募集はしておりません。 

 

（7-2）「環境イベント等各種普及啓発 
事業への参加者数」 

 
令和６(2024)年度は、来館者の多い茨木
市文化・子育て複合施設おにクルで開催した
ため、環境イベント等各種普及啓発事業への
参加者数も同様になったと考えられます。 

（7-1）「市民１人あたりの温室効果ガス 

年間排出量」 

市民一人あたりの温室効果ガス年間排出
量が5.09ｔとなったのは、新型コロナウイルス
感染症で落ち込んでいた経済の回復等により
エネルギー消費量が増加したことが原因であ
ると考えられます。 
 
※部門別排出量など、詳細は別添茨木市地球温暖化対策実

行計画進捗状況を参照してください。 

※参照しているデータの算出方法が変更になったため、平成

23(2011)年度の数値が、環境基本計画掲載の数値と異なり

ます。 

※集計が完了している年度の数値を掲載しています。 

 

【環境指標(7-1)～(7-3)の状況】 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 

：基準年度   ：最新年度 
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■「見える化」の推進（省エネナビ・ええことカレンダー＜いばらき環境家計簿＞）【環境政策課】 

→環境指標7-1と関連 

省エネナビは、今使っている電気の量をリアルタイムに把握できるもので

す。本市では省エネナビの貸出を行っています。 

ええことカレンダーは家庭で使用する電気・ガス・水道などの使用量や

ごみの排出量を記録し、二酸化炭素の排出量を算出することで、地球温暖

化の原因となる二酸化炭素が私達の生活からどれだけ発生しているかを

知り、排出量を減らす行動を実践していただくためのものです。 

ええことカレンダーを環境啓発イベントで配布するなど、普及促進に努め

ています。また、ええことカレンダーの実施結果を提出された市民には、他

の家庭がどのくらいの二酸化炭素を排出しているのかを比較できる結果

報告を送付し、取組の振り返りと継続に役立てています。 

※ええことカレンダーの実施状況は巻末別添の別８に記載されています。 

■茨木市地球温暖化対策実行計画の推進【環境政策課】 

茨木市地球温暖化対策実行計画では、市民一人あたりの排出量について削減目標を掲げ取組を推進

しています。 

令和３(2021)年度は、本計画最終年度であるため、計画の改定を行いました。 

令和６(2024)年度の取組状況等は、巻末の別添をご参照ください。 

■エコオフィスプランいばらき（第６版）の推進【環境政策課】 

本市では、令和６年３月にエコオフィスプラン（第６版）を策定し、市の事務事業において排出する温室

効果ガスについて、平成25(2013)年度を基準として2030年度までに28％の削減目標を掲げています。

令和６(2024)年度は、基準年度比では27.3％増加、前年度比では6.0％の削減となりました。なお、エネ

ルギー使用量については、基準年度比では2.4％の削減、前年度比では12.3％の削減となりました。 

エネルギー使用量は、各公共施設での省エネの取組や設備の改修により、基準年度比で減少傾向に

あります。環境衛生センターでは、広域処理による摂津市のごみの受入が開始したことで炉の運転に使用

するコークス及び灯油の使用量が増加しましたが、廃棄物処理の熱を利用して発電を行い、電気を自家

消費することで電気の購入量を削減しています。 

 

  ※平成25(2013)年度以降の温室効果ガス排出量、エネルギー使用量については、資料編のP.37に記載されています。 
  
■環境啓発イベントの実施【環境政策課】→環境指標7-2と関連 

市民の環境に関する知識及び意識の向上を図

り、自発的な環境学習へのきっかけをつくることを

目的に、環境フェアなどの環境啓発イベントを実

施しています。令和６(2024)年度は、「はじめよう

「デコ活」今日、明日、未来のために」をテーマに、

11月23日・24日に、茨木市文化・子育て総合施

設（おにクル）等にて茨木市農業祭と同日開催しま 

した。 

  

いばらき環境フェア 202４ 

令和６（202４）年度に実施した主な取組内容の紹介 

ええことカレンダー 
（いばらき環境家計簿） 
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■太陽光発電システム設置場所の貸し出し【水道部総務課】→環境指標8-1と関連 

平成28(2016)年度から再生可能エネルギーの導入促進を目的に、水道施設の一部を太陽光 

発電システムの設置場所として、公募により決定した民間事業者に有償貸し出ししています。 

令和６(2024)年度の合計発電量は200,296kWhでした。 

 

■西穂積配水場で小水力発電を導入【水道部総務課】 

令和６(2024)年12月から、西穂積配水場において、環境負荷やCO2排出量の削減に努める 

ことを目的に、受水エネルギーを有効活用して小水力発電事業を実施しています。 

令和６(2024)年度の合計発電量は35,772kWhでした。 

・ 茨木市の水道施設における小水力発電事業の実施について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/suido/suidoubu_soumuka/menu/oshirase/63730.html  

【市HP】ページID：63730 

 

 

 

 

 

 

 

※木質ペレット等の製造工場への、間伐材の搬入量は、平成 29(2017)年度以降、搬入先の辞退申し入れにより把握出来る数値が
ありません。 

※平成 30(2018)年度からバイオエタノールプラントへの廃木材搬入をしていないため、把握できる数値がありません。搬入されてい

た廃木材は、ごみ処理の燃料となる石炭コークスとともに燃焼の副資材として活用されています。 
 

基本施策３ ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす 

取組方針（２）再生可能エネルギー・省エネルギー設備の 

導入促進 

 【目指すまちのすがた】 
・化石燃料に依存しない、再生可能エネルギー等の導入により、低炭素な暮らしや事業活動の
普及が進んでいます。 

 

（8-1）「再生可能エネルギー導入件数」 
 
再生可能エネルギーの主である太陽光発電

設備の導入件数が 472 件であり、前年度から
400件を超えて推移しています。近年、システム
設置費用が低下し、導入しやすくなったことが
要因であると考えられます。 
※再生可能エネルギーとは、太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、

バイオマスなど、自然の営みから継続して利用できるエネルギー

のことです。 
※新電力とは、電力小売自由化により、新規参入した電力会社の

ことです。※茨木市所管施設での再生可能エネルギー導入状況

は、資料編 P.38～39に記載しています。 

 

：基準年度       ：最新年度 

【環境指標(8-1)の状況】 

 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

小水力発電システ

ム 

西穂積配水場 
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■ＬＥＤ導入事業【総務課・公園緑地課・建設管理課】 

環境負荷の低減及び省エネルギー化を図るため、平成24(2012)年度から年次的に庁舎へLED照明

設備を導入しており、令和５(2023)年度から令和６(2024)年度にかけて、合同庁舎照明設備のLED化

を実施しました。 

元茨木川緑地では、老朽化した公園灯のLED化を平成27(2015)年度において完了しました。その他

の公園、児童遊園、緑地の全ての公園灯894灯及び公園トイレ照明140灯については、令和３(2021)年

度にLED化を完了しました。 

そのほか、街路灯全体でのLED化進捗率は約99％です。 

 

■雨水貯留タンク【下水道施設課】 

雨水貯留タンクに、雨どいから流れた雨水を貯めるこ

とで、庭への散水や花・木への水やりなどに利用すること

ができます。また、下水道へ雨水が流出することを抑制す

るため、本市では雨水貯留タンク設置者に対する補助制

度を設けています。令和６(2024)年度は10件の実績が

ありました。 

 

 

・雨水貯留タンク設置による補助金 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/kensetsu/gesuidoshisetsu/menu/tankusetchi.html 

【市HP】ページID：5210 

 

■雨水浸透ます【下水道施設課】 

雨どいからの雨水排水を、下水道へ流入することを抑

制する効果があります。 

 

 

 

 

 

 

 

雨水貯留タンク 

雨水浸透ます 

～太陽光発電システム等設置に対する補助制度を実施しています～ 

市では地球温暖化対策の一環として、家庭における新エネルギー機器・省エネルギー機器
の普及を促進するため、太陽光発電システム・太陽熱利用システム・蓄電システム・太陽光発
電システムと同時に家庭用燃料電池（エネファーム）を設置した方に対して設置費用の一部を
補助します。 
 
申請書類の詳細は、市ＨＰからダウンロード、または環境政策課窓口で配布しております。 
 

・住宅用太陽光発電システム等設置事業補助制度のご案内 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/2024solar.html 

【市HP】ページID：57732 
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～中小企業向け省エネ・省 CO2設備導入補助制度を実施しています～ 

市では、市内の中小企業者の皆さんを対象に、新エネルギー利用設備及び省エネルギー設備
を導入された場合、それに要した経費の一部を補助します。 
 太陽光発電をはじめとする新エネルギー利用設備や、高効率な省エネルギー設備を導入する
と、エネルギーの使用に伴う二酸化炭素排出量の削減ができるほか、ランニングコストも大きく削
減できます。さらに、本制度を活用していただくと初期投資も軽減できます。 
申請書類の詳細は、市ＨＰからダウンロード、または環境政策課窓口で配布しております。 
 

・省エネ・省CO2設備導入事業補助制度のご案内 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/hojo/1450333892898.html 

【市HP】ページID：26787 
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～二酸化炭素の排出削減のための工夫～ 

 

茨木市では、市の事務事業により発生する温室効果ガスの排出抑制のため、オフィスに

おける節電・省エネルギー対策を推進しています。 

具体的には、ノー残業デー（水曜日）の継続、昼休みの消灯徹底、パソコン画面の照度

の低減及び不使用時の休止モードの徹底といった取組を、年間を通じて行っています。 

また、エネルギーの消費が増加する夏季（６月1日～9月30日）と冬季（11月1日～3月

31日）については、温室効果ガスの排出抑制に向け一層の省エネルギー・節電に取り組

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【目指すまちのすがた】 
・再生可能エネルギーの創出やエネルギーの有効活用が進んでいます。 
・公共交通機関の積極的な利用や、電気自動車など環境に配慮した自動車の利用が進んで
います。 

基本施策３ ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす 

取組方針（３）低炭素な暮らしや事業活動の推進 
 

 

：基準年度      ：最新年度 

（9-1）「低炭素建築物の申請件数」 
 
低炭素建築物の認定制度は平成

24(2012)年12月から開始し、令和
6(2024)年4月から令和7(2025)年3
月までに9件の建築物が認定申請されて
います。 
 

※令和2(2020)年度までは、認定件数ベースのカウント

でしたが、令和3(2021)年度からは正確な経年変化を見

るために、申請件数ベースの実績値を採用しています。 

 

（9-2）「鉄道利用者数・バス利用者
数」 

 
令和５（2023）年は、鉄道利用者数が 

295,389 （人 /日） 、バス利用者数が
19,715（人/日）となりました。新型コロナウ
イルス感染症に伴う在宅勤務の増加などで
減少しましたが、令和２年度より増加傾向に
あります。 
 
※令和 6(2024)年度の数値の把握に時間がかかるため、

令和 5(2023)年度が最新の数値になります。 

【環境指標(9-1)～(9-2)の状況】 

 

目指す方向性 

目指す方向性 
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■スマートムーブ（エコカー、カーシェアリング等）の普及促進【環境政策課】 

本市では、地球温暖化対策実行計画に基づき、走行

中に二酸化炭素を排出しない電気自動車や、排出量の

少ないエコカーの普及を促進し、環境にやさしいまちづく

りを進めています。また、カーシェアリングについては、い

ばらき環境（エコ）ポイントの対象とすることで、利用の促

進に努めています。 

 

 

■公用車への電動車率先導入【環境政策課・車両保有課】 

  本市の環境保全に向けた率先実行計画（エコオフィスプランいばらき）に基づき、公用車の更新時には 

可能な限り電動車の導入に努めています。 

公用車の電動車導入状況（令和７(2025)年3月末現在）は、電気自動車１台・ハイブリッド車９台です。 

 

 

 
  

エコカーの展示 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 
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基本施策４ きちんと分別で資源の循環をすすめる 

取組方針（１）減量化の推進 

 【目指すまちのすがた】 
・家庭系ごみや事業系ごみが減少しています。 
・不適正ごみの搬入を未然に防ぎ、ごみの減量化・適正化が図られています。 

（10-1）「市民１人１日あたりの家庭系 
ごみ排出量」 
 

令和６(2024)年度の市民１人１日あたりの
家庭系ごみ排出量は404.3ｇでした。基準年度
と比較すると14.3%、前年度と比較すると
0.5%減量しています。 
 
※基準年度は、本指標に関連している一般廃棄物処理基本計画

の基準年度である平成26(2014)年度にしています。 

（10-2）「事業系ごみ年間排出量」 
 
令和６(2024)年度の事業系ごみ排出 

量は 43,511t でした。基準年度と比較す
ると13.8%、前年度と比較すると3.3%減 
量しています。 
※基準年度は、本指標に関連している一般廃棄物処理基

本計画の基準年度である平成 26(2014)年度にして

います。 

※小数点第１位で四捨五入 

※小数点第１位で四捨五入 

【環境指標(10-1)～(10-2)の状況】 

 

目指す方向性 

一般廃棄物処理基本計画（現行） 

目標値（令和７年度） 

目標値

392g 

目 標 値

44,266t 

目指す方向性 

一般廃棄物処理基本計画（現行） 

目標値（令和７年度） 

 

：基準年度      ：最新年度 
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■一般廃棄物処理基本計画の推進【資源循環課】 

→環境指標10-1、10-2と関連 

平成28(2016)年３月に策定し、令和３(2021)年度に中間

見直しを行った「一般廃棄物処理基本計画」において、令和７年

度を目標年度としたごみ排出量等の目標値や施策を設定し、ご

みの減量や再資源化を推進しています。 

・茨木市一般廃棄物処理計画について 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/ibarkisiipp
annhaikibutu/kihongaiyo.html 

 【市HP】ページID：4001 

 

 

 

■生ごみ処理容器購入費の補助【資源循環課】→環境指標10-1と関連 

生ごみを資源として有効利用するため、電源を必要としない容器（コンポスト容器等）及び電源を必要と

する機器（生ごみ処理機）を購入・設置する市民に補助を行っています。令和６(2024)年度は、電源を必

要としない容器（コンポスト容器等）14基、電源を必要とする機器（生ごみ処理機）98基の補助を行いま

した。 

※補助件数については資料編P.42に記載しています。 

・生ごみ処理容器等設置への補助金制度について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/kateikeigomi/hojokin.html 
【市HP】ページID：3502 

 

■ダンボールコンポスト講習会の実施【資源循環課】→環境指標10-1と関連 

一般家庭の生ごみ減量や意識啓発につなげるため、ダンボールコンポスト講習会を実施しました。令和

6(2024)年度は市民を対象に実施し、29名に参加いただきました。講習会では、いばらき童子をデザイン

したダンボールコンポストを配布し、講習会終了後は実際にご家庭で取り組んでいただきました。 
※ダンボールコンポストとは、ダンボールを利用した堆肥化容器のことです。 
 
 

 

 

 

  

一般廃棄物処理基本計画表紙 

ダンボールコンポスト講習会の様子 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 
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■ごみ減量化・再資源化の促進（事業者向け）【資源循環課】→環境指標10-２と関連 

月３トン以上の一般廃棄物を排出する事業者（多量排出事業者）を対象に、事業系一般廃棄物減量計

画書の提出及び廃棄物管理責任者の届出を求めています。 

令和５(2023)年度は減量計画書に基づき、多量排出事業者20社を訪問し、廃棄物の減量化・再資源

化の取組状況の把握及び指導を行うとともに、廃棄物管理責任者を対象とした研修会を開催し、事業系

ごみの減量化・再資源化のための啓発・提言を行いました。 

・多量排出事業者による減量計画  

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/zigyoukeigomi/keikakusho.html 

【市HP】ページID：3566 
 
 

■フードドライブの実施【資源循環課】→環境指標10-１と関連 

    家庭などで余っている食料品を持ち寄っていただき、これらの食料品を市の関係課を通じ、必

要としている方々に提供しています。令和6(2024)年度は、市職員対象として２回、市民などを対

象として１回実施し、計1,273点、297kgの提供がありました。 
 
・フードドライブを実施しました！ 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/kateikeigomi/39425.html 
【市HP】ページID：39425 

 

 

 

■マイボトル用給水機設置及び事業所等給水機設置補助制度の実施【資源循環課】  

→環境指標10-１と関連 

プラスチックごみ削減を図るため、本庁内にマイボトル用給 

水機を設置しました。また、不特定多数の市民の方などが気軽

に無料で給水できる場所に給水機を設置する事業者、団体に

対して、購入や賃借に係る費用の一部補助を実施しました。（令

和５年度実績 1件） 

・マイボトル専用給水機をご利用ください！ 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/kateikeigomi/57753.html 
【市 HP】ページ ID：57753 

  

 

 

 

  

 

給水機写真 
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■エコショップ認定制度【資源循環課】 

→環境指標10-１、10-2と関連 

環境にやさしい店づくりに取り組む認定店を支援するとともに、そうした取組を広く市民に周知す

ることにより循環型社会の形成を推進することを目的に、「プラスチック類の削減」「食品ロスの削

減」「再使用・再資源化への取組」「環境に配慮した取組」「マイボトル・マイカップへの取組」を行

っている市内の店舗を市が認定する「茨木市エコショップ認定制度」を令和３年度から開始しまし

た。 令和６（2024）年３月末日現在で56店舗が認定されています。 

・エコショップ認定制度について

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/ekosyoppuninteiseido/52175.html 

 【市HP】ページID：52175 

・茨木市エコショップ認定店について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/ekosyoppuninteiseido/61302.html 

【市HP】ページID：61302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■廃棄物展開検査等の実施【環境事業課】 

不適正廃棄物の搬入を防止するため、環境衛生センターでは、持ち込まれるごみの内容物をチェック

し、不適正廃棄物の搬入があった場合には、搬入者に持ち帰りを指示しています。  

廃棄物展開検査の様子 

エコショップステッカー マイボトルステッカー 
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基本施策４ きちんと分別で資源の循環をすすめる 

取組方針（２）再資源化の推進 
 

【目指すまちのすがた】 
・家庭や事業所のごみが、きちんと分別されています。 
・ごみの資源化率が上昇しています。 

（11-1）「資源物回収量」 
 
令和６ (2024)年度の資源物回収量は

9,939ｔで、前年度より4.7％減少しています。
資源物回収量においては、分別の徹底等により
回収量を増やすことは重要であるが、近年ペッ
トボトル等の軽量化や、電子書籍等の利用の増
加、新聞・雑誌の購読者の減少等、再資源化可
能なものの消費量全体が今後も減少していくも
のと考えられます。 
 
※資源物回収量は、市収集分と民間回収分（集団回収+小型家

電については宅配回収も含む）の合計です。 
※一般廃棄物処理基本計画の中間見直しに伴い、本指標は参

考値としています。 

（11-2）「集団回収量」 
 
新聞等、紙の需要減少に伴い回収量は減

少傾向にあります。平成29年度(2017)年度
の集団回収報奨金の支給要件緩和以降、増
加傾向にあった団体数も、令和６年度
(2024)年度は微減しました。 
 

※一般廃棄物処理基本計画の中間見直しに伴い、本指標は

参考値としています。 

【環境指標(11-1)～(11-2)の状況】 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

：基準年度      ：最新年度 
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■茨ごみプリの運用【資源循環課】→環境指標11-1と関連 

ごみの収集日や分別について調べることができるスマートフォン 

向け無料アプリ「茨ごみプリ」を平成 28(2016)年 1月から配信 

しています。出前講座受講者や転入者等多くの市民に向けてチラ 

シを配布するなど、周知に努めた結果、累計ダウンロード数は 

62,353回となっています（令和 6(2023)年３月末日現在）。 

アプリ内のデータは、都度更新を実施し、最新の情報が閲覧でき 

るようにしています。 

  
・ごみ分別アプリ「茨ごみプリ」配信中！！ 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/oshirase/1452067340192.html 
 【市HP】ページID：27266 

 

■出前講座の実施【資源循環課】→環境指標11-1と関連 

ごみの減量化や再資源化に対する意識を持っていただくことを目的として、ごみの分別や３Ｒをテーマと

した出前講座を実施しています。令和５(2023)年度は小学校14校、高校１校、地域１件の参加者総数

1,020人に対して出前講座を実施しました。 

 

■使い捨てコンタクトレンズ空ケースの回収【資源循環課】→環境指標11-1と関連 

プラスチックごみの削減と再資源化を推進するため、事業者と協定 

を締結し、本庁内に回収箱を設置して使い捨てコンタクトレンズ空ケー 

ス回収を令和４(2022)年 10月から開始しました。令和５年度の回収 

実績は 18.41㎏でした。 
・使い捨てコンタクトレンズ空ケースの回収について 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/kateikeigomi/59013.html 
【市ＨP】ページ ID：59013 
 

 

 

■小型家電・水銀使用製品の拠点回収を実施【環境事業課】→環境指標11-1と関連 

平成29(2017)年度から、生涯学習センターと合同庁舎に平成 

30(2018)年度からは庄栄・水尾図書館に、平成31(2019)年 

度からは市役所に、令和３(2021)年度からは福井市民体育館 

に、専用の回収ボックスを設置し、使用済小型家電と水銀使用廃製 

品・電池類の拠点回収を実施しています。 

なお、回収場所への持参が難しい場合や投入口に入らない大き 

  さのものは、小型家電宅配回収サービスを利用するか、もしくは品目 

  ごとに従来の廃棄方法で処分しています。回収された小型家電や水 

  銀使用製品は、有用金属等が回収されリサイクルされます。 
 
・拠点回収(小型家電・パソコン・携帯電話・古紙等) 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyoj/menu/kyotenkaisyuu.html  

【市 HP】ページ ID：58781 

 

「茨ごみプリ」ホームアイコン 

回収ボックス 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

小型家電回収ボックス 水銀使用製品回収ボックス 
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～３Ｒ（スリーアール）とは～ 

「３Ｒ(スリーアール)」とはごみを減らすた

めに大切な３つの行動の頭の文字をとって

作られた言葉で、Reduce（発生抑制）、Re

use（再使用）、Recycle（資源再利用）の

順番どおりに取り組むことが大切です。 
・もっと気軽に もっと楽しく もっとおトクに 
「エコ活」！（3R） 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/ 
sangyo/kankyos/menu/3R.html 
【市HP】ページID：58586 

 

■スプレー缶・カセットガスボンベ類・使い捨てライターのスポット収集を実施【環境事業課】 

平成30(2018)年12月に、北海道札幌市で大量のエ

アゾール製品の廃棄作業中、室内に噴射された内容物に

引火したことが原因とみられる爆発火災事故が発生しまし

た。この事故を踏まえ、令和元(2019)年７月から、使いき

れずに中身の残ったスプレー缶等を職員が直接受取るス

ポット収集を市役所本館において定期的に実施していま

す。 

 
・スポット収集(中身の残ったスプレー缶・ガス缶等を収集します) 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/
kankyoj/menu/spot.html 
【市HP】ページID：47843 
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■資源物持ち去りパトロールの実施【資源循環課】 

茨木市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例で、資源物（缶・びん・ペットボトル、古紙、古

布）の持ち去り行為を禁止しています。資源物持ち去り対策として、集積場所に設置する啓発看板

や啓発シートの配布、ごみ出しのルールの徹底等の啓発を行うとともに、職員による巡回パトロー

ルを実施しています。令和５(2023)年度は12回実施しました。 

・ごみ集積場所からの持ち去りを禁止  

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/oshirase/shigenmochisari.html 
【市HP】ページID：3485 

  

 

 

 

 

 

 

 

基本施策４ きちんと分別で資源の循環をすすめる 

取組方針（３）適正処理の推進 
 

【目指すまちのすがた】 
・ごみが適正に分別収集され、資源の循環が進んでいます。 
・ごみの効率的な処理に努め、ランニングコストの抑制が図れています。 
・新たな炉の建設が進んでいます。 

資源物持ち去り禁止シート 資源物持ち去り禁止啓発看板 

：基準年度      ：最新年度 

 

目指す方向性 

（12-1）「市民１人あたりの収集経費」 
 
令和６年度は収集経費の増加に伴い、市民

１人あたりの経費も増加しました。 
 
  

 

目指す方向性 

（12-2）「市民１人あたりの処分経費」 
 
令和６年度は処分経費の増加に伴い、市民

１人あたりの増加も増加しました。 
 
 

【環境指標(12-1)～(12-2)の状況】 

 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 
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■災害廃棄物処理計画の策定【資源循環課】 

   災害廃棄物処理計画は、災害時に発生する廃棄物の処理に係る茨木市の基本的な考え方、対

策方針を示す基本計画であり、令和２（2020）年11月に策定しました。 

計画は「茨木市地域防災計画」を災害廃棄物処理の観点から補完するものとして位置づけられ

ており、策定の目的は以下のとおりです。 

①大規模災害時に発生する大量の廃棄物を円滑かつ迅速に処理する。 

②発災時に策定する災害廃棄物処理実行計画の基礎として活用する。 

令和６年度は、事業者と災害廃棄物等の処理に関する基本協定書に基づく連絡協議会を実施

し、仮設トイレの確保について、連携する事業者の選定や対応等を関係課と協議し検討を進めまし

た。 

 ・茨木市災害廃棄物処理計画の策定について 【市HP】ページID：49641 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/saigaihaikibutsu/49641.html 

 

■スマイル収集【環境事業課】 

ごみ収集はステーション（ごみ集積場所）方式で行っていますが、ごみの持ち出しが困難な高齢

者及び障害者の世帯に対して、決まった曜日に戸別訪問し、ごみ収集を行っています。 

   ・茨木市スマイル収集 【市HP】ページID：20772 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyoj/menu/1394605457129.html 

 

■ごみ処理施設の整備【環境事業課】 

平成30(2018)年度に策定した一般廃棄物処理施設長寿命化総合計画に基づき基幹的設備

改良工事を施工しました（工期：令和２(2020)年度～令和５(2023)年度の４か年）。 

基幹的設備改良工事完了後は、令和22(2040)年まで炉の稼働が期待されます。 

また、工場建屋の劣化が確認されている第1工場について建屋補修工事を実施しました。 

 

多様化するごみ質に対応し、溶融残さの再資源化を図り、有効利用するため、昭和55(1980) 

年度に、全国で初めてとなる高温溶融処理方式のごみ処理施設（処理日量100ｔ以上）を竣工し 

ました。その後、平成７(1995)年度及び平成10(1998)年度に更新等を行いました。現在は同処 

理方式の３炉（150ｔ／日×３炉）でごみ処理を行っており、ダイオキシン類をはじめとする公害防止 

対策にもその効果を発揮しています。また、その運営にあたっては、ごみを効率的に処理できるよう、 

石炭コークスとバイオマスチップを混合した燃料であるハイブリッドＮコークスを使用するなど、炉の 

性能を維持しながら、化石燃料の使用割合を抑えるように努めています。 

なお、令和５(2023)年度のリサイクル率は、20.2％でした。 

また、ごみ処理の際に発生した余熱を利用して発電を行い、施設で必要な電力を賄った後の 

余剰電力を売電しています。令和６(2024)年度の売電量は6,692,810kWh（標準的な一般 

家庭の消費電力量の約1,694世帯分に相当）です。 

  

～茨木のごみ処理施設について～ 
 

環境衛生センター 発電機 



36 

 

計画期間が令和６（2024）年度までの「第２次茨木市環境基本計画」で設定した「環境指標」

と「めざす指標の方向性」について、各施策ごとに達成状況をまとめました。 

めざす指標の方向性は、平成25(2013)年度実績を基準に、「高いまたは大きい数値」、「低いま

たは小さい数値」になることで、めざすべきまちのすがたに近づくことを示します。 

各指標についての解説は、Ｐ８～Ｐ36を参照ください。 

※「達成状況」欄は、めざす方向性に合致しているものを青色、合致していないものをオレンジ色で

表しています。 

 

●基本施策１ 生活環境「いごこちの良い生活環境をたもつ」 

表 生活環境の環境指標のまとめ 

取組 
方針 

環境指標 
平成25(2013) 

年度 

令和 
6(2024) 
年度 

めざす
方向性 

達成状況 

健康に過
ごすこと
ができる
生活環境
の保全 

一般環境における騒音の

環境基準達成率（％） 
80.5％ 88.9%   

道路騒音の

環境基準達

成率（％） 

一 般 国 道

171号 
81.8％ 90.2%   

大阪中央環状

線 
74.0％ 64.4%   

茨木・摂津線 96.4％ 100％   

公害苦情の解決率（％） 90.2％ 69.4%   

公共下水道の人口普及率

（％） 
99.2％ 99.5%   

新たな環
境課題へ
の対応 

事業所における化学物質

排出量（ｔ） 
84ｔ 

平成 24(2012)年度 

115ｔ 
令和 5(2023)年度 

 

 

環境保全協定の締結件数

（件） 
15件 16件 

  

快適環境
の保全 

路上喫煙率（％） 

0.402％ 

平成 26(2014)年 

１月 

－ 

(令和 4(2022)年度 

0.144％) 
  

市内一斉清掃参加者数

（人） 

(年末一斉清掃の参加者数) 

24,220人 21,158人   

不法投棄処理件数（件） 490件 479件 
  

飼い犬等の避妊・去勢手術

費補助件数（件） 

510件 

（犬 224件、 

猫 286件） 

330件 

（猫 330件）   

                               

 

第 2次茨木市環境基本計画の達成状況 
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<令和６年度実績による生活環境の現状・分析＞ 

・「環境境基準達成率」は令和６年度は88.9%で、前年より微減となる結果でした。 

・「道路騒音の環境基準達成率」は、令和６(2024)年度の数値は、一般国道171号、大阪中央環

状線、茨木摂津線の3路線3地点での環境基準達成率です。茨木摂津線については、平成29（2017）

年度より、毎年測定する路線に追加しています。 

・「公害苦情の解決率」は、寄せられた公害苦情36件のうち、解決に至ったのは25件で、69.4％でし

た。苦情解決率は例年より微減となる結果でした。 

・本市では、昭和30年代後半(1960年代前半)の急激な都市化によって、浸水や水質汚濁が進み、

昭和37(1962)年から公共下水道の整備に着手しました。この下水道整備を市政の最重要施策と

して、積極的に実施し、令和6(2024)年度末現在で「公共下水道の人口普及率」は99.5%となって

います。 

・国で取りまとめを行った最新の数値として、令和５(2023)年度の「事業所における化学物質排出

量」は115ｔでした。平成23年度をピークに減少傾向にありましたが、法改正により、塗料、インキに

含まれる化学物質など本市では新たに7物質（６５ｔ）が届出対象になったことから、令和５年度は増

加しています。 

・「環境保全協定の締結件数」は、令和６(2024)年度末時点で16件でした。 

・「路上喫煙率」は下げ止まりの水準が続いていることから、定点調査の実施を令和５年度から一時中  

  断していますが、マナー推進員や職員による巡回指導等の路上喫煙防止に関する啓発活動の取り組 

みを継続しています。 

・「市内一斉清掃参加者数」は、コロナ禍による活動の中止が影響し、参加人数が減少していましたが、 

地域活動が徐々に平常時に戻りつつあることから、ボランティア活動への関心も高まり、昨年度より増

加したと考えられます。 

・不法投棄禁止の看板設置や継続的なパトロールを実施したことで、「不法投棄処理件数」は前年度

に比べやや減少しています。 

・「飼い猫等の避妊・去勢手術費補助件数」は、前年度に比べ増加しました。所有者不明猫の避妊・去

勢手術に取り組む団体は、令和 7（2025）年3月末現在で23団体の登録があり、地域の方々に活

動意義の理解を求め、生活環境に配慮しながら積極的に取り組んでいます。 

 

    ＜生活環境の課題＞ 

道路騒音の環境基準達成率については、国道171号と茨木・摂津線で高水準を維持していますが、

大阪中央環状線が課題です。引き続き環境監視に努め、道路管理者に監視結果を伝え啓発を行う必

要があります。 

事業所における化学物質排出量は、対象物質の増加等により増加しましたが、周辺環境が良好な状

態で維持されるよう、引き続き新たな環境課題に対応する必要があります。 

快適環境の保全については、コロナ禍の影響により市内一斉清掃参加者数の減少が見られました

が、地域活動が徐々に平常時に戻りつつあることから、ボランティア活動への関心も高まり増加傾向に

あり、その他の各種取組を含め、市民に一層関心を持ってもらう必要があります。 
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●基本施策２ 自然環境「バランスのとれた自然環境をつくる」 

表 自然環境の環境指標のまとめ 

取組 
方針 

環境指標 
平成 

25(2013) 
年度 

令和 
6(2024) 
年度 

めざす 
方向性 

達成状況 

都市と 

みどりの 

共存 

市街地の公園・緑地面積

（ha） 
119.58ha 166.49ha 

  

身近な緑を育む事業参加者

数(花と緑の街角づくり事

業参加者数)(人) 

1,918人 1,788人 
  

自然資源
の利用の
推進 

エコ農産物栽培面積（ha） 11.7ha 14.62ha   

ふれあい農園区画利用数 

（区画） 
227区画 177区画   

森林サポーター養成講座 

参加者数（人） 
13人 24人   

生物多様
性の保全 

生きものや自然に関する学

習機会の提供回数、参加者

数（回数、人） 

14回 

375人 

17回 

1,353人   

 

<令和６年度実績による自然環境の現状・分析＞ 

  ・「市街地の公園・緑地面積」は、ダムパークいばきた市街地の公園・緑地面積が追加され、166.49ha

になりました。 

・「身近な緑を育む事業参加者数（花と緑の街角づくり推進事業参加者数）」は、令和６（２０２４）年度

は 1,788人で、参加者の高齢化により、基準年度より減少しました。 

    ・「エコ農産物栽培面積」が 14.62ha となったのは、栽培者の減少が要因であると考えられます。 

・「ふれあい農園区画利用数」は、すべての区画について申し込みがあり、区画利用数は 177区画です。 

    ・「森林サポーター養成講座参加者数」について、自然災害が多発しているなど森林への関心が高まっ

ていることから、森林の保全に関わりたいと考える人が増えてきていると考えられ、昨年に引き続き20

人を超える参加者がありました。 

    ・講座やイベント等を実施し、「生きものや自然に関する学習機会の提供回数・参加者」が、17 回・

1,353人となりました。 

 

＜自然環境の課題＞ 

自然環境の変化に対応した持続可能な里山づくりに向け、引き続き森林環境サポーター養成講座を

開講し、森林保全ボランティア活動を推進する必要があります。その中で環境保全に関する知識を身に

つけられるような新たな講座内容を検討・実施していく必要があります。 

また、引き続きエコ農産物栽培の促進など、地産地消を通じた、安全・安心な農産物の供給を促進す

るため、環境に配慮した農業を推進する必要があります。 

生きものや自然に関する学習会の参加者数は近年減少傾向でしたが、基準年度比では増加してお

り、市民の生物多様性に対する関心や理解を高めるため、取組を一過性のものにしないための様々な

工夫と、学習の機会を提供することが課題です。また、身近にみどりを感じられる環境や機会を創出する

必要があります。 
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●基本施策３ 低炭素「ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす」 

表 低炭素の環境指標のまとめ 

取組 
方針 

環境指標 
平成 

25(2013) 
年度 

令和 
6(2024) 
年度 

めざす 
方向性 

達成状況 

省エネル
ギーの実
践及び普
及啓発 

市民１人あたりの温室効

果ガス年間排出量（ｔ） 
6.28ｔ 

5.09ｔ 
令和 4(2022)年度   

環境イベント等各種普及啓

発事業への参加者数（人） 
3,100人 10,000人 

  

プラットフォームへの参

加者数（人） 

38人 
（エコプラットフ
ォーム） 

27人   

再生可能
エネルギ
ー・省エ
ネルギー
設備の導
入促進 

再生可能エネルギー導入

件数（件） 
763件 472件   

木質ペレット等の製造工場

への間伐材の搬入量（ｔ） 
234ｔ －  

－ 

バイオエタノールプラント

への廃木材搬入量（ｔ） 
50ｔ 

－ 

平成 30(2018)
年度から搬入中止 

 
－ 

低炭素な
暮らしや
事業活動
の推進 

低炭素建築物の申請件数

（件） 
8件 9件   

・鉄道利用者数（人/日） 
278,340 

人/日 

295,389 

人/日 
令和 5(2023)年度 

  

・バス利用者数（人/日） 25,343人/日 
19,715人/日 

令和 5(2023)年度   

 

<令和６年度実績による低炭素の現状・分析＞ 

・「市民１人あたりの温室効果ガス年間排出量」が 5.09ｔとなったのは、新型コロナウイルス感染症で

落ち込んでいた経済の回復等によりエネルギー消費量が増加したことが原因であると考えられます。 

・「環境イベント等各種普及啓発事業への参加者数」について、令和６(2024)年度は、来館者の多い

茨木市文化・子育て複合施設おにクルで開催したため、参加者数も同様に多くなったと考えられます。 

・令和６(2024)年度は、プラットフォーム構築支援業務を委託し、専門家の協力のもと、２回の脱炭素プ

ラットフォーム構築に向けたワークショップを開催し、異業種の事業者がマッチングして脱炭素に貢献す

る新たな取組みを考えました。「プラットフォームへの参加者数」について、第１回は14人、第２回は13

人の事業者・市民団体が参加しました。 

・「再生可能エネルギー導入件数」について、再生可能エネルギーの主である太陽光発電設備の導入

件数が 472 件であり、前年度から 400 件を超えて推移しています。近年、システム設置費用が低下

し、導入しやすくなったことが要因であると考えられます。 

・「低炭素建築物の申請件数」について、低炭素建築物の認定制度は平成 24(2012)年 12月から開

始し、令和 6(2024)年 4月から令和 7(2025)年 3月までに 9件の建築物が認定申請されていま

す。 

・「鉄道利用者数・バス利用者数」について、令和５（2023）年は、鉄道利用者数が 295,389（人/
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日）、バス利用者数が 19,715（人/日）となりました。新型コロナウイルス感染症に伴う在宅勤務の増

加などで減少しましたが、令和２年度より増加傾向にあります。 

   

＜低炭素の課題＞ 

   市民１人あたりの温室効果ガス排出量は、基準年度比では減少しており、引き続き市内の排出量を

把握するとともに、削減に努める必要があります。 

環境イベントの参加者数は、コロナ禍を経て、開催場所・内容の工夫により参加者数が増加しており、

啓発に努めています。 

      コロナ禍の影響で一時実施していなかったプラットフォームについては、令和６(2024)年度に脱炭素

プラットフォーム構築支援業務を委託し、専門家の協力のもと、脱炭素に係る取組の理解促進などを図

っています。 

      再生可能エネルギー導入件数は、基準年度比で減少していますが、固定価格買取制度の見直しによ

る買取価格の低下等がひとつの原因と考えられます。 

      低炭素なまちをめざし取り組んできたことをふまえ、今後も脱炭素化をめざし取組を進めます。 

 

 

●基本施策４ 資源の循環「きちんと分別で資源の循環をすすめる」 

表 資源の循環の環境指標のまとめ 

取組 
方針 

環境指標 
平成 

25(2013) 
年度 

令和 
6(2024) 
年度 

めざす 
方向性 

達成状況 

減量化の
推進 

市民１人１日あたりの 

家庭系ごみ排出量（ｇ） 

471.5g 

平成26(2014)年度 
404.3ｇ 

  

事業系ごみ年間排出量

（ｔ） 

50,487ｔ 

平成26(2014)年度 
43,510ｔ  

  

再資源化
の推進 

資源物回収量（ｔ）※ 
13,790ｔ 

平成26(2014)年度 
9,939ｔ   

集団回収量（ｔ） 
10,235ｔ 

平成26(2014)年度 
5,416ｔ   

適正処理
の推進 

市民１人あたりの収集 

経費（円） 
5,241円 5,303円 

  

市民１人あたりの処分 

経費（円） 
6,755円 8,532円 

  

（基準年度を「平成26(2014)年度」とした項目は、関連する計画「茨木市一般廃棄物処理基本

計画」における指標の基準年度によります。） 

※資源物回収量は、市収集分と民間回収分（集団回収＋小型家電については宅配回

収も含む）の合計です。 

※一般廃棄物処理基本計画の中間見直しに伴い、本指標は参考値としています。 
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<令和６年度実績による資源の循環の現状・分析＞ 

  ・令和６(2024)年度の「市民１人１日あたりの家庭系ごみ排出量」は 404.3ｇでした。基準年度と比較

すると 14.3%、前年度と比較すると 0.5%減量しています。 

・令和６(2024)年度の「事業系ごみ排出量」は 43,511t でした。基準年度と比較すると 13.8%、前

年度と比較すると 3.3%減量しています。 

・令和６(2024)年度の「資源物回収量」は 9,939ｔで、前年度より 4.7％減少しています。資源物回収

量においては、分別の徹底等により回収量を増やすことは重要ですが、近年ペットボトル等の軽量化や、

電子書籍等の利用の増加、新聞・雑誌の購読者の減少等、再資源化可能なものの消費量全体が今

後も減少していくものと考えられます。 

・「集団回収量」は、新聞等、紙の需要減少に伴い減少傾向にあります。平成 29 年度(2017)年度の

集団回収報奨金の支給要件緩和以降、増加傾向にあった団体数も、令和６年度(2024)年度は微減

しました。 

    ・「市民１人あたりの収集経費」は、令和６年度は収集経費の増加に伴い、市民１人あたりの経費も増加

しました。 

・「市民１人あたりの処分経費」は、令和６年度は処分経費の増加に伴い、市民１人あたりの増加も増加

しました。 

 ※適正処理の推進については、物価高騰も踏まえた分析が必要です。 

  

＜資源の循環の課題＞ 

ごみの減量が進んでいますが、一般廃棄物処理基本計画での目標（基準：平成26（2014）年度、

目標：令和７(2025)年度）達成に向けて、さらなるごみの減量化・再資源化が求められています。 

家庭系ごみについて、食品ロス削減やプラスチックごみ削減などへの取組を進めるとともに、令和７

（2025）年度の次期一般廃棄物処理基本計画の策定に向け、新たな分別や再資源化の手法につい

て検討する必要があります。 

事業系ごみについて、適正な処理や再資源化促進の指導、啓発に引き続き取り組み、ごみの減量化

と再資源化を推進する必要があります。 

適正処理の推進については、高温溶融処理方式のごみ処理施設により、多様化するごみ質を効率的

に処理するとともに、溶融残さの再資源化を図り、継続して資源の有効利用に努めました。 

令和５（2023）年４月から茨木市環境衛生センターで摂津市の廃棄物も処理しており、ごみ処理を

広域化することにより、効率的な運用・処理が実現しました。 

 

以上を踏まえ、令和７（2025）年度実績報告からは「第３次茨木市環境基本計画」の計画期間と

なり、新たな環境指標のもと、環境施策について進捗状況を確認し、引き続き取組を進めます。 
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■茨木市環境教育ボランティア 

市民等が環境の学習会、研修会、観察会などを実施する

際に、ボランティアの講師としてその支援をしていただける

方を「茨木市環境教育ボランティア」として市に登録してい

ます。 

令和６(2024)年度は、延べ101人の環境教育ボランテ

ィアが環境教育・環境学習を実施しました。また、茨木市環

境教育ボランティア連絡会が企画を行い、身近な環境をテ

ーマとした「身近な環境と向き合う連続講座」、市内の自然

をテーマとした「自然と親しむ探検講座」を実施しました。 
※環境教育ボランティア活動（派遣）者及び環境教育ボランティア・サポーター 
登録者数の推移につきましては、巻末別添の別11のグラフをご覧ください。 

 

・茨木市環境教育ボランティア・サポーター登録制度
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/ka
nkyos/menu/kyoiku/volunteer/index.html 

【市HP】ページID：26875 

 

■環境学習プログラムの活用 

令和６年(2024)年度は小学生等を対象とした環境教育

を充実させることを目的に、主に小学校の授業内等で実施

できる環境学習のプログラムをまとめた冊子「茨木市環境

教育ボランティアによる環境学習プログラム」を作成しまし

た。作成した冊子は各小学校等に配布し、小学校8校から

11プログラムの実施について依頼がありました。延べ701

人の児童が自然観察や自然工作、環境講座を通して、環

境について学びました。 
・小学生向け環境学習プログラムについて

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/k

yoiku/volunteer/1450658642402.html 
【市HP】ページID：26957 

 
  

これまで掲げてきた４つの基本施策を横断する要素として「環境意識・環境教育・環境行動」を

位置づけています。 

境教育・環境行動」を位置づけています。 

環境意識・環境教育・環境行動 

令和６（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

小学校での環境学習の様子 

自然に親しむ探検講座の様子 
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■こどもエコクラブへの支援 

こどもエコクラブとは、幼児から高校生までなら誰でも参加できる環境活動のクラブです。令和６

(2024)年度は、本市に８クラブ、メンバー55人、サポーター18人の登録があり、環境講座に参加するなど、

自主的な活動を行いました。 

 

■冊子「かんきょう」 

生活環境・地球環境について小学生にも学習してもら

うことを目的に、４年生にはごみについて、５年生には地

球温暖化などの環境問題について、分かりやすく伝える

ための副読本を作成し配布を行いました。なお、当該冊

子は市ホームページにてダウンロードすることができま

す。 

・冊子「かんきょう」ダウンロードページ 

https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/kyoi

ku/sassi_kankyo.html  
【市HP】ページID：36784 

 

■環境市民講座の実施 

市民の環境保全に関する知識、意識の向上を図るため、また、自発的な環境学習へのきっかけづくりと

するため、環境市民講座を開催しています。令和６(2024)年度は、ペットボトルを使った風力発電の工作

を通して、自然エネルギーについて学ぶことをテーマとし、環境工作教室「風の力で電気を作ろう」を、茨

木市文化・子育て複合施設「おにクル」で開催しました。 

  

■環境職員研修 

市職員の環境にする意識を向上し、「エコオフィスプランいばらき（第６版）」を推進するため、環境職員

研修を実施しました。令和６(2024)年度は、職員の積極的な取組みに繋げるために、グリーン購入につい

てオンラインで学習し、参加人数は123人でした。 

 

■エコポイント制度について 

いばらき環境（エコ）ポイントとは、環境講座への参加や、住宅用太陽光発電システムの設置など、市が

指定する環境に配慮した行動をするともらえるポイントのことです。ポイントを貯めると、景品の当たる抽選

に応募できます。 

令和６（2024）年度は、19か所の協賛事業所から、景品や、行動の機会の提供がありました。抽選には

760件の応募がありました。 
・エコポイント配付の対象講座一覧表及び景品一覧表について 
https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/sangyo/kankyos/menu/tikyuondanka/ibaraki_ecopoint/1469433654154.html 

【市HP】ページID：28755 

 

 

 

 

 

 

 

 

小学校 4・5 年生向け環境教育副読本 
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■環境審議会 

「茨木市環境基本条例」第24条の規定

に基づき、環境の保全及び創造に関する基

本 的事項等 を 審議 す る た め 、 平 成

15(2003)年12月に「茨木市環境審議会」

を設置しました。 

委員は12人で学識経験者、各種団体の

関係者、市民委員等で構成されています。

任期は条例で２年と定められています。 

この審議会には、公募による市民委員２

人にも参加していただいています。令和

7(2025)年４月１日現在の委員名簿は右

表のとおりです。 

令和６(2024)年度の審議会の開催状

況については下表のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境基本計画を着実に推進するための体制について 

環境基本計画の推進体制 

審議会の開催状況 

環境審議会委員名簿（50音順） 

令和７(2025)年4月1日現在 

氏　　名

泉本　幸男

岩渕　善美

大岩　賢悟

金谷　健

狩野　尚美

久米　辰雄

小林　春菜

諏訪　亜紀

田中　耕司

野田　宏明

前迫　ゆり

山田　俊一 市民委員

大阪友の会　北摂方面

兵庫県立大学大学院客員教授

京都女子大学教授

奈良佐保短期大学副学長

株式会社フォーシーカンパニー

東洋製罐株式会社 茨木工場

市民委員

　 元 京都工芸繊維大学特任教授

所　属　等

平安女学院大学教授

市民ボランティア

   滋賀県立大学名誉教授
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＜昨年度の助言に基づき取り組んだこと＞ 

令和６（2024）年度版いばらきの環境（令和５（2023）年度実績報告書）における環境審議会からの助

言を受け、以下に取り組みました。 

 
 

＜環境審議会からの助言＞ 

 

環境審議会において「令和7(2025)年度版いばらきの環境（令和6(2024)年度実績報告書）」につい

て審議を行いました。 

その結果として、環境審議会から以下のとおり助言します。 

 

 

茨木市環境基本計画の年次報告書である「いばらきの環境」において、今後も環境指標等による

点検・評価を行い継続的改善につなげるとともに、新たな環境指標の検討を行ってください。    

本冊子を読んだ市民の皆さまが、環境について理解し、身近なことから行動に移せるよう、エコポ

イントや環境家計簿等の取組の紹介を行うなど、関心を持っていただくための工夫に努めてくださ

い。 

 

 

 

令和８年１月30日  

茨木市環境審議会  

会長 岩渕 善美 

 

 

 

  

環境基本計画の進行管理はP.2記載のとおり、環境審議会からの助言等に基づき、Check(点検・評

価) - Action(改善)により取組方法などの見直しを行い、環境像の実現に向けた継続的改善を図りま

す。 

環境基本計画の進行管理 
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環境基本計画は、茨木市第５次総合計画の分野別計画として位置づけています 

環境基本計画の実施計画は、毎年度、茨木市第5次総合計画に基づき、取組方針ごとに策定しています。

実施計画に取り組んだ結果については、毎年度、まず取組方針ごとに評価し、それらを踏まえ基本施策ごと

に施策評価を行っています。これらの評価は、実施計画の取組の進捗を管理するために、環境分野のみなら

ず、市の全ての分野で実施しているものです。評価にあたっては、毎年度実施する市内部における評価に加

え、学識経験者による外部評価を隔年で実施しています。 

 

 

参考指標を設定している項目について、取組の評価欄のマークの意味は次のとおりです。 

 

 

施策評価欄のマークの意味は次のとおりです。 

 

 ※茨木市総合計画の実施計画を評価したものであり、この評価が直接的に環境基本計画に反映される

ものではありません。 

 ※各基本施策の下部に掲載しているアイコンは、SDGｓ（持続可能な開発目標）で定めている目標を表し

ており、各基本施策と関連のある目標のアイコンを掲載しています。 

◎ 施策の方向性に沿って順調に進行している。

○ 施策の方向性に沿っておおむね順調に進行している。

△ 施策の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている。

× 施策の方向性に沿った進行に大幅な遅れが生じている。

◎ すべての参考指標が目標値に向けて順調に推移している。

○ 一部の参考指標の推移が目標水準を下回っているが、目標値の達成は可能である。

△ 一部の参考指標の推移が目標水準を下回っており、目標値の達成が困難である。

× すべての参考指標の推移が目標水準を下回っているなど、多くの目標値の達成が困難である。
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令和７(2025)年３月時点 

※事業所対象の支援制度を除く 

 

 

 

取組方針（1）健康に過ごすことができる生活環境の保全 

名称 内容 頁 

水洗便所改造に係る 

貸付金・助成金 

（下水道総務課） 

くみ取り便所等から水洗便所に改造される際に、

必要な資金の貸付や助成を行っています。 9 

取組方針（3）快適環境の保全 

飼い猫等の避妊･ 

去勢手術費の補助 

（市民生活相談課） 

飼い猫等のみだりな繁殖を抑制するため、飼い猫

及び所有者不明猫に対する避妊・去勢手術にか

かる費用の一部を補助します。 

13 

ごみステーションの 

防鳥ネットの貸出 

（環境事業課） 

鳥獣によるごみの散乱を防止するため、ごみステー

ションを利用している取扱責任者（自治会長等）に

貸し出します。 

13 

美化活動ベストの貸与 

（地域コミュニティ課） 

市内の公共的な場所の美化活動を定期的に実施

している市内在住・在勤・在学者、または、5人以上

で組織された市内に活動拠点を有する団体を対

象に貸し出します。 

― 

清掃用具購入補助 

（事務局：地域コミュニティ課） 

茨木市住みよいまちづくり協議会が自治会等を対

象に、清掃用具購入費用の２分の１を補助します。

（上限あり。年 1回までの申請可） 

※簡易な用具の購入に限ります。 

― 

 

 

 

取組方針（1）都市とみどりの共存 

 内容 頁 

花と緑の街角づくり 

推進事業 

（公園緑地課） 

公園や公共空閑地、道路に面した民有地等におい

て、草花の育成活動を行う自治会や愛好グループ等

の団体を対象に、花苗の配付やフラワーポットを貸し

出します。 

14 

民有地緑化助成 

（公園緑地課） 

住宅、事業所への新たな生垣・壁面緑化・道路沿い

での植栽の際に、費用の一部を助成します。 
15 

 

環境に関する主な支援制度一覧 

いごこちの良い生活環境をたもつ 

バランスのとれた自然環境をつくる 
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みどりのカーテン推進 

（環境政策課） 

窓の外につる性の植物を育てて作る自然のカーテン

をみどりのカーテンといいます。観察記録をつけてい

ただく市民モニターを毎年 4 月に募集し、苗を配布

します。 

15 

緑の相談 

（公園緑地課） 

花や植木の育て方、果樹や野菜の作り方など、緑に

関する相談に、専門知識を持つ相談員がお答えしま

す。原則、毎月第 1金曜日に開催します。 

― 

緑の勉強会 

（公園緑地課） 

花壇や樹木の管理、病害虫対策、家庭果樹の剪定、

寄せ植えなど、毎回、様々なテーマで植物について

学びます。原則、毎月第 1金曜日に開催します。 

― 

取組方針（3）生物多様性の保全 

アライグマ・ヌートリア 

捕獲器の貸出 

（農林課） 

特定外来生物であるアライグマやヌートリアによる 

生活環境被害、農業被害を防止するために、希望 

者に箱わなを貸し出します。 

19 

 

 

 

 

取組方針（2）再生可能エネルギー・省エネルギー設備の導入促進 

名称 内容 頁 

住宅用太陽光発電システム等

設置補助 

（環境政策課） 

住宅に太陽光発電システム・家庭用燃料電池（エネ

ファーム）・太陽熱利用システム・蓄電池を設置した

市民に、設置費の一部を補助します。 

2３ 

再エネ電力導入奨励金 

（環境政策課） 

家庭の電気契約を再生可能エネルギー100％由来

の電力に切り替えた方に奨励金を支給します。 5 

雨水貯留タンクの設置に 

係る補助 

（下水道施設課） 

雨水を庭木の水やりや、夏の打ち水等に利用できる

雨水貯留タンクの設置費の一部を補助します。 23 

住宅の熱損失防止（省エネ） 

改修に伴う固定資産税額の 

減額 

（資産税課） 

外壁・窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修

等を行い、一定の基準を満たした場合、改修工事翌

年度分の固定資産税額（家屋の 120㎡相当部分）

を減額します。※工事完了後３ヶ月以内に申請が必

要です。 

― 

再生可能エネルギー発電設備

の課税標準の特例 

（資産税課） 

一定の要件を満たす再生可能エネルギー発電設備

は課税標準の特例の対象となり、固定資産税額（償

却資産）を軽減します。 

― 

 

 

 

 

ライフスタイルの見直しで低炭素なまちをめざす 
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取組方針（1）減量化の推進 

名称 内容 頁 

生ごみ処理容器等購入費の 

補助 

（資源循環課） 

電源を必要としない容器（コンポスト容器等）及び

電源を必要とする機器（生ごみ処理機）を購入する

市民に、購入額の一部を補助します。 

28 

事業所等給水機設置事業補助

制度 

（資源循環課） 

不特定多数の市民の方などが気軽に無料で給水

できる場所に給水機を設置する事業者、団体に対し

て、購入や賃貸に係る費用の一部を補助します。 

29 

取組方針（2）再資源化の推進 

再生資源集団回収報奨金制度 

（資源循環課） 

集団回収を実施する市内の住民団体等に、回収量

に応じた額を報奨金として支給します。 
31 

茨ごみプリの配信 

（資源循環課） 

ごみの収集日や分別について調べることができる、

スマートフォン向け無料アプリを配信しています。 
32 

取組方針（3）適正処理の推進 

資源物の持ち去り対策 

（資源循環課） 

集積場所に設置する啓発看板、啓発シートを希望者

に配付します。 
34 

スマイル収集 

（環境事業課） 

ごみの持ち出しが困難な高齢者及び障害者の世帯

に対し、決まった曜日に戸別で収集します。 
35 

 

 

 

名称 内容 頁 

茨木市環境教育 

ボランティアの派遣 

（環境政策課） 

様々な環境の分野の専門の知識や経験を持ったボ

ランティアを紹介し、環境学習の講師として派遣しま

す。 

40 

エコポイント制度 

（環境政策課） 

市が指定した環境に配慮した行動（対象の行動は

市ホームページなどに掲載）をするとポイントがたま

り、抽選で市内協賛事業所からご提供いただいた景

品等が当たります。 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きちんと分別で資源の循環をすすめる 

環境意識・環境教育・環境行動 
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茨木市環境基本条例 

平成15年３月31日 

条例第27号 

 

私たちが暮らす茨木は、京阪神を結ぶ要路にあり、さらに、北摂の山々と清らかな流れをもつ、水と緑に恵

まれた地であり、この良好な「環境」は市民全体の共有の財産である。 

しかしながら、私たちは日常生活や事業活動において、物質的な豊かさや便利さを追求するあまり、大量

の資源やエネルギーを消費し、環境への負荷を著しく増大させてきた。その影響は地域の環境にとどまらず、

すべての生命の生存基盤である地球環境を脅かすまでに至っている。 

私たち人類は、生態系の一部として存在し、自然から多くの恵みを受けていることを改めて自覚し、環境と

密接にかかわる私たちの生活のあり方を見直さなければならないという共通の課題に直面している。 

安全かつ健康で文化的な生活を営むことができる良好な環境を享受することは、すべての市民が共有す

る権利であり、かけがえのない地球環境と健全で恵み豊かな地域環境を保全し、将来の世代に引き継いで

いくことは、すべての市民の責務である。 

このような認識に立って、これまでの生活や事業活動を自ら問い直し、市、事業者及び市民が互いに連携

し、協働することによって、人と自然が共生する、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を創造す

るために、この条例を制定する。 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、環境の保全及び創造について基本理念を定め、並びに市、事業者及び市民の責務を

明らかにするとともに、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を定めることにより、これらの

施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民が安全かつ健康で文化的な生活を営む

ことができる良好な環境を確保することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となる

おそれのあるものをいう。 

(2) 地球環境の保全 人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野

生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境

の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものを

いう。 

(3) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大

気の汚染、水質の汚濁（水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、

騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境（人の生活に密接な関係のある財

産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。）に係る被害が生

じることをいう。 

（基本理念） 

第３条 環境の保全及び創造は、市民が安全かつ健康で文化的な生活を営むことのできる良好な環境を確

保するとともに、これを将来の世代へ継承していくことを目的として行われなければならない。 

２ 環境の保全及び創造は、微妙な均衡を保つことにより成り立つ自然の生態系に配慮するとともに、自然環

境を適正に維持し、向上させることによって、人と自然が共生する都市を実現することを目的として行われ
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なければならない。  

３ 環境の保全及び創造は、環境資源の適正な管理及び循環的な利用を図ることによって、持続的発展が

可能な循環型社会を構築することを目的として行われなければならない。 

４ 環境の保全及び創造は、社会経済活動における環境への配慮その他の環境の保全等に関する行動が、

市、事業者及び市民の公平な役割分担の下に協働して行われることによって、環境への負荷の少ない都

市を構築することを目的として行われなければならない。 

５ 地球環境の保全は、市、事業者及び市民のすべての活動において、自らの課題として、積極的に推進され

なければならない。 

 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、環境の保全及び創造に関する

基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、基本理念にのっとり、事業者及び市民の自主的な環境の保全及び創造に関する活動への取組を

支援する責務を有する。 

 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、自らの責任において、公害を防止

し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講じる責務を有する。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業

活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように

努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等

を利用するように努めなければならない。 

３ 前２項に定めるもののほか、事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、これに伴う環境への負

荷の低減その他の環境の保全に努めるとともに、市が実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力

する責務を有する。 

 

（市民の責務） 

第６条 市民は、基本理念にのっとり、その日常生活に伴う環境への負荷の低減に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、基本理念にのっとり、環境の保全及び創造に自ら努めるとともに、市が

実施する環境の保全及び創造に関する施策に協力する責務を有する。 

 

（施策の基本方針） 

第７条 環境の保全及び創造に関する施策の策定及び実施は、基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本

方針として、各種の施策相互の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

(1) 大気、水、土壌等を良好な状態に保持することにより人の健康を保護し、及び生活環境を保全するこ

と並びに地域の特性を活かした良好な都市景観の形成等により快適な都市環境を創造すること。 

(2) 野生生物の生息及び生息環境への配慮等により豊かな生態系を保持すること、河川、森林等の自

然環境を適正に保全すること及び人と自然との豊かな触れ合いを保つこと。 

(3) 廃棄物の減量、資源の循環的な利用、エネルギーの効率的利用その他の省資源及び省エネルギー

を徹底することにより、天然資源の消費を抑制すること。 

(4) 市、事業者及び市民すべてが、事業活動及び日常生活において環境に十分に配慮するなど自主的

かつ積極的に行動することにより、環境への負荷を低減すること。 
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(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護等に積極的に取り組むことにより、地球環境を良好な状態に保

持すること。 

 

（環境基本計画） 

第８条 市長は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全及び

創造に関する基本的な計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 

(1) 環境の保全及び創造に関する目標及び総合的かつ長期的な施策大綱 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため

に必要な事項 

３ 環境基本計画を策定するに当たっては、事業者及び市民の意見を反映することができるよう必要な措置

を講じなければならない。 

４ 環境基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ第24条に規定する茨木市環境審議会の意見を聴か

なければならない。 

５ 環境基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。 

６ 前３項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

（環境基本計画との整合） 

第９条 市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境基本計画と

の整合を図るものとする。 

 

（年次報告） 

第10条 市は、毎年、環境の状況並びに環境の保全及び創造に関する施策の実施状況について年次報告

書を作成し、これを公表しなければならない。 

 

（環境影響評価） 

第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を行う事業者が、あらかじめその事業の実施に

伴う環境への影響について自ら調査、予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保

全について適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講じるものとする。  

２ 市長は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、前項の事業者に対して必要な指導

又は助言を行うことができる。 

 

（規制の措置） 

第12条 市は、環境の保全及び創造を図るため必要があると認めるときは、必要な規制の措置を講じるもの

とする。 

 

（資源の循環的利用等の促進） 

第13条 市は、環境への負荷を低減するため、事業者及び市民による廃棄物の減量、資源の循環的利用、

エネルギーの効率的利用等が促進されるよう必要な措置を講じるものとする。 

 

（公共施設の整備等） 

第14条 市は、公共下水道、廃棄物処理施設その他の環境の保全及び創造に資する施設の整備を推進す
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るものとする。 

２ 市は、公共施設の建設及び維持管理に当たっては、資源及びエネルギーの有効利用並びに廃棄物の減

量のために必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

（監視体制の整備） 

第15条 市は、環境の状況を把握するために必要な監視、測定及び検査の体制の整備に努めるものとする。 

 

（推進体制の整備） 

第16条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を総合的に推進するための体制を整備するものとする。 

 

（自主的活動の支援） 

第17条 市は、市民、事業者又はこれらの者の組織する民間の団体（以下「市民等」という。）が自ら行う環

境への負荷の低減その他の環境の保全及び創造に資する活動を促進させるため、技術的な指導又は助

言その他の必要な措置を講じるものとする。 

 

（環境教育、環境学習の推進） 

第18条 市は、市民等が環境の保全及び創造について関心と理解を深めるとともに、その自主的な活動が

促進されるように、環境に関する教育及び学習の振興について必要な措置を講じるものとする。 

 

（情報の収集及び提供） 

第19条 市は、環境の保全及び創造に関する市民等の自主的な活動を促進するため、必要な情報の収集

及び提供に努めるものとする。 

 

（市民等の参加） 

第20条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するに当たり、市民等の参加、協力等を得るため

に必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

 

（苦情の処理） 

第21条 市は、公害その他の環境の保全上の支障に係る苦情について、迅速かつ適正な処理を図るように

努めるものとする。 

 

（財政上の措置） 

第22条 市は、環境の保全及び創造に関する施策を推進するために必要な財政上の措置を講じるよう努め

るものとする。 

 

 

 

 

（地球環境の保全等） 

第23条 市は、市民等と協働して、地球環境の保全に資する施策を推進するものとする。 

２ 市は、地球環境の保全その他広域的な取組を必要とする施策の実施に当たっては、国及び他の地方公共

団体等と協力して、その推進に努めるものとする。 
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（環境審議会） 

第24条 環境基本法（平成５年法律第91号）第44条の規定に基づき、茨木市環境審議会（以下「審議会」

という。）を設置する。 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。 

(1) 環境基本計画に関すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本的事項 

３ 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

４ 審議会は、委員12人以内で組織する。 

５ 委員は、市民、学識経験者その他の者のうちから市長が委嘱する。 

６ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

７ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

８ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則（抄） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茨木市 

      地球温暖化対策実行計画 
進捗状況 

 

別添 



別1 

 

 

 

 

市では、令和5年３月に茨木市地球温暖化対策実行計画を改定し、下記のとおり基準年度と温室効果ガ

ス排出量の削減目標を定めました。また、再生可能エネルギーの導入目標として、太陽光発電の設備容量の

導入目標も定めました。目標達成に向けた取組状況や排出量の経年変化について指標を定め、茨木市環境

審議会で確認のうえ、この「いばらきの環境」に掲載することとしています。 

 

 目標年度 温室効果ガス 
太陽光発電の 

設備容量 

中期目標 
令和12（2030）

年度 

基準年度比 

－４６％ 
83千Kw導入 

長期目標 
令和32（2050）

年度 
実質ゼロ ― 

 

令和４年度の市民1人あたりの温室効果ガス排出量は5.09ｔ-CO2で対基準年度比19％削減、対前年度

比では４．１％増加しています。中期目標の-46％の確実な達成に向け、温室効果ガス排出量増加の原因を

分析し、削減に繫がる取組を実施するとともに、啓発活動を行っていく必要があります。 

 

 

  

名称 項目 役割 

①全体指標 
・単位あたりのエネルギー消費量 

※総量および部門別（単位あたり） 

・目標に向けた要因分析の役割を果た

す 

②評価指標 

「まちの姿」実現に向けた実態や進捗を

図る指標（前年度の把握が可能なもの

を中心に設定） 

・複数年把握を行う 

・各「まちの姿」に向けた現状把握（市、

市民、事業者）を行う 

・直近のもので評価が行えるもの 

  

＜基準年度＞ 

平成25（2013）

年度 

＜進捗状況＞ 

令和４（202２）年度                  令和６（2024）年度 

1人あたりの 

温室効果ガス 

排出量 

1人あたりの 

温室効果ガス 

排出量 

基準年度比 前年度比 
太陽光発電の 

設備容量 

6.28ｔ-CO2 5.09ｔ-CO2 −19％ ４．１％ ５０.９千Kw 

設定した指標 

茨木市地球温暖化対策実行計画の進捗状況 
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【進捗指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市域における市民１人あたりの温室効果ガス排出量（二酸化炭素換算）」 

 

令和４（202２）年度の市民１人あたりの

温室効果ガス排出量は 5.09（t-CO2/年・

人）と基準年度からは１８．９％削減しました

が、前年度比からは増えました。運輸部門や

民生部門において、コロナ禍における経済活

動停滞の緩和により排出が増加したと考え

られます。 

①目標値への進捗指標 

【目指すまちのすがた】 

・市民１人あたりの温室効果ガス排出量が基準年度より令和12（2030）年には46％削減、令和32

（2050）年度には実質ゼロにすることを目指します。 

             ＝           × 

 

温室効果ガス排出量は、「活動量」と「排出係数」を掛け合わせることで算出されます。無駄なエネ

ルギーを使わないようにする、機器の買い替えの際にはエネルギー効率の良い機器を購入する等で

「活動量」を減らすことができます。 

また、温室効果ガス排出量は排出係数によっても変動します。例えば、電力の排出係数は毎年変わ

るため、電力の使用に伴う温室効果ガス排出量はその数値に大きく左右されます。 

＜電力の排出係数（kg-CO2/kWh）＞ 

平成 

25年度 

（2013） 

平成 

26年度 

（2014） 

平成 

27年度 

（2015） 

平成 

28年度 

（2016） 

平成 

29年度 

（2017） 

平成 

30年度 

（2018） 

令和 

元年度 

（2019） 

令和 

２年度 

（2020） 

令和 

3年度 

（2021） 

令和 

4年度 

（2022） 

0.522 0.531 0.509 0.509 0.435 0.352 0.34 0.362 0.299 0.360 

【参考】東日本大震災（平成23年３月）以降、原子力発電の稼働率が低下していましたが、平成29年６月から原子力

発電所の再稼働が始まったため、電力の排出係数の値が小さくなりました。 

活動量あたりの排出量 

活動量 排出係数 

基準年度 

基準年度ライン 

生産量、使用量、焼却量など、 
排出活動の規模を表す指標 

温室効果ガス排出量 

～温室効果ガス排出量の算出方法～ 

 

目指す方向性 
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～エネルギー消費量とは～ 

エネルギー消費量は温室効果ガス排出量と異なり排出係数の影響を受けないため、事業活動や生

活の中で省エネルギー対策等に取り組んだ結果がより分かりやすく表れている数値です。 

市域のエネルギー消費量の総量を減らすことも大切ですが、部門別で減らすことも大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 全体指標 

 

1人当たりのエネルギー消費量 

【全体指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「１人当たりのエネルギー消費量および総量」 

 

令和４（202２）年度は、１人あたりのエネルギー消費量が62.2（ＧＪ/年・人）と基準年度から

9.4％削減しました。 

前年度の令和3（2021）年度に比べて、産業部門や廃棄物部門（家庭系）での減少が見られ

ました。環境省発表資料では、排出量に影響を与えた要因として、令和3（2021）年度は新型コロ

ナウイルス感染症で落ち込んでいた経済の回復等により増加したが、令和４（202２）年度は省エ

ネの進展や暖冬の影響等により減少したことが言及されており、本市においても同様の傾向があ

ると考えられます。 

 

【目指すまちのすがた】 

・市民１人あたりのエネルギー消費量が基準年度より減少することを目指します。 

・各部門別の単位あたりの二酸化炭素排出量とエネルギー消費量がともに基準年度より減少する

ことを目指します。 

1人当たりのエネルギー消費量 エネルギー消費総量 

基準年度 
基準年度 

目指す方向性 目指す方向性 
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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜部門別の単位あたりの CO2排出量およびエネルギー消費量＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業部門（製造業・農林水産業・鉱業・建設業） 民生家庭部門 

地球温暖化対策実行計画では、各部門と密接に関連している、製造品出荷額・人口・延床面積を原単位とし

て、単位あたりの CO2排出量およびエネルギー消費量を算出することとしています。 

運輸部門（自動車貨物） 廃棄物部門（家庭系） 

民生業務部門（事務所、百貨店、病院、サービス業等） 運輸部門（自動車旅客） 

廃棄物部門（事業系） 



別5 

 

1. 脱炭素化に向けたライフスタイルが浸透しているまち 

令和６（202４）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

0000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 取組内容（実績） 担当課 

デコ活※の普及を促進 環境フェアでデコ活アンケートを実施 環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市内のネット・ゼロ・エネルギー建築物 

（ＺＥＢ、ＺＥＨ）の設置数」 

  環境省補助金の交付により設置をした 

市内のＺＥＢはありませんでした。 

  ＺＥＨは環境省補助金の大阪府域の分 

の申請となるため、多くなっております。 

②評価指標  
 

 

※デコ活とは、「脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動」の愛称で、二酸化炭素（CO₂）を減らす（DE）脱

炭素（Decarbonization）と、環境に良いエコ（Eco）を含むデコと活動・生活を組み合わせた新しい言葉です。 

 

 

【５つの目指すまちのすがた（茨木市地球温暖化対策実行計画から）】 

1. 脱炭素化に向けたライフスタイルが浸透しているまち 

2. 人にも環境にもやさしく移動ができるまち 

3. 環境負荷が小さいまちづくりが進んでいるまち 

4. 環境意識が次世代へ継承されるまち ～環境・エネルギー教育の推進～ 

5. みんなで気候変動の影響への適応を推進するまち 

目指す方向性 

【評価指標の状況】 

 

「市内小売店舗でのマイバッグ持参率年」 

令和７(2019)年７月にレジ袋有料化が 

法制化されたこともあり、目標値（80％）を 

超えた高水準を維持しています。 

 

環境省の ZEB補助金を利用したＺＥＢの設置はなし 

環境省の ZEH補助金件数（大阪府）は把握 

令和５年度：3,232件、令和４年度：3,145件 

目指す方向性 
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2. 人にも環境にもやさしく移動ができるまち 

令和 6（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 取組内容（実績） 担当課 

公用車への電動自動車の導入 
公用車の更新の際には、可能な限り電気自動車

の導入に努めています。 

環境政策課、

各車両保有課 

ＥＶ等の普及 いばらき環境フェアでFCVを展示。 環境政策課 

 

【評価指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市内の次世代自動車の割合」 

 

次世代自動車とは、燃料電池自動

車、電気自動車、プラグインハイブリッド

自動車、ハイブリッド自動車、天然ガス

自動車です。                                   

「市内の鉄道・バスの利用者数」 

 

令和５(202３)年度の利用者数は、約

315,000人となりました。 

新型コロナウイルス感染症拡大で、在

宅勤務が増加したことで利用者が減少

しましたが、令和２年度以降増加傾向に

あります。 

「市内のレンタサイクル導入台数」 

 

令和６(202４)年度は、７８３台となりま

した。レンタサイクルの導入台数が減少し

たことに伴う減です。 

※市内で運用されているレンタサイク

ルの台数となります。 

目指す方向性 

目指す方向性

目指す方向性 
（％） 
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令和 6（2024）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

3. 環境負荷が小さいまちづくりが進んでいるまち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 取組内容(実績) 担当課 

市内公共施設の省エネルギー診断 ０か所 
環境政策課、 

各施設所管課 

集団回収、古紙類など資源物の分

別・再資源化 

再生資源集団回収報奨金事業を運用 

（422団体、5,416ｔ回収） 
資源循環課 

廃棄物減量等推進員活動の推進 ダンボールコンポスト講習会（１）を実施 資源循環課 

事業所訪問、啓発冊子・副読本の

発行 
13事業所を訪問 資源循環課 

省エネ相談会の実施 ０件（出展なし） 環境政策課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「市内のプラスチック処理量」 

本市では、全体的なごみの量は減少傾向

にある中、令和２年度（2020 年度）以降、新

型コロナウイルス感染症の拡大による新しい

生活様式により、プラスチック類のごみは増

加傾向にありましたが、令和６年度（2024

年度）は前年度より減少しました。 

「太陽光発電導入量（市補助分）」 

 平成29(2017)年度までは再生可能エネ

ルギー固定価格買取制度の買取価格が

年々下がっていたことから、減少傾向にあり

ました。 

なお市補助分以外に、大規模なZEBの物

流倉庫等が建築され、太陽光発電が導入さ

れています。 

 

 

【評価指標の状況】 

 

「市内事業所の RE100 及び再エネ 100 

宣言 REAction 登録数（事業所）」 

  

市内事業所で、RE100 及び再エネ 100 

宣言 REAction 登録をしている事業所はあ

りませんでした。 

目指す方向性 

★宣言及び登録事業所なし 

目指す方向性 
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令和６（202４）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

4. 環境意識が次世代へ継承されるまち ～環境・エネルギー教育の推進～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業 取組内容（実績） 担当課 

市民参加型森林保全事業 
森林の保全と活用を図る市民ボランティアの

育成を図る 
農林課 

環境家計簿（ええことカレンダー）

の普及 

ええことカレンダー提出者 ３０人 

ええことカレンダーチャレンジ参加者2０人 
環境政策課 

朝市・青空及び販売所ＰＲ 

(地産地消の実践) 
市ＨＰに掲載、市の広報誌８件 農林課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動が困難になれ

ば、登録者数が減る

のでしょうか？ 

「環境学習プログラム利用回数」 

 ここ数年は、新型コロナウイルス感染症の影

響や教育施設で他の授業のカリキュラムが増

えていることもあり、小学校での利用回数が

減少しています。 

「茨木市こどもエコクラブ登録者数」 

 家族単位での登録団体が子どもの卒業と同

時に解散する傾向にありましたが、令和６年度

に会員の多い団体の登録により倍増し、環境

講座に参加するなど、自主的な活動を行いま

した。 

「里山保全体験人数」 

 令和５（２０２３）年度よりも微増しており、少

しずつコロナ前の利用者数に戻りつつありま

す。 

 

【評価指標の状況】 

 

 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 
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5. みんなで気候変動の影響への適応を推進するまち 

令和６（202４）年度に実施した主な取組内容の紹介 

 

全体 

 

 

  

事業 取組内容（実績） 担当課 

市民参加型森林保全事業 
森林の保全と活用を図る市民ボランティアの

育成をはかる 
農林課 

みどりのカーテン推進事業 
市民モニター４９人＋３団体 

学校等60施設で実施 
環境政策課 

【評価指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「防災訓練参加人数」 

 土砂災害市民避難訓練の代わりに市内全

域で地震災害市民避難訓練を実施したた

め、前年度と比較して、防災訓練参加人数が

増加しました。 

「熱中症搬送者数」 

 搬送者数は 233人となりました。 

 熱中症患者を 1人でも少なくするために、毎

年度、広報誌等で熱中症に対する注意喚起

を行っています。 

 

【活動指標の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いばらきエコポイント抽選応募者数・協賛市

内事業所数」 

令和６(2024)年度より環境フェアをおに

クルで開催したことにより参加者数が増加

し、エコポイントの付与回数が増加したこと

で、抽選応募者数が増加しました。 

また本ポイント制度の周知に努めた結果、

協賛市内事業所数は、増加傾向にあります。 

目指す方向性 

目指す方向性 

目指す方向性 
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用語解説 

 

［ＲＥ100］ 

企業自らの事業の使用電力を 100％再エネで賄

うことを目指す国際的なイニシアティブのことです。

ただし、参加要件が年間消費電力量 50GWh 以

上等の大企業となります。 

 

［いばらきエコポイント］ 

茨木市民を対象に、市が指定する環境に配慮した

行動をするともらえるポイント制度です。 

10 ポイント以上貯めると、茨木市の特産品などが

当たる抽選会に応募できます。 

 

［エコオフィスプランいばらき］ 

市自らが事業者としての立場で事務・事業におけ

る環境に配慮した行動を率先実行するための計画

で、温室効果ガス排出量の削減目標や、職員の取

組内容を定めています。また、地球温暖化対策推

進法に規定する地方公共団体実行計画としていま

す。 

 

［環境家計簿］ 

家庭で使用する電気・ガス・水道・ガソリン・灯油な

どの使用量や、普通ごみの排出量を記録し、それら

を CO2 の量に換算して「見える化」するもので、家

庭が地球環境に与える影響を知ることで、エネル

ギーの無駄遣いを減らす行動に繋がります。 

 

［環境フェア］ 

市民の環境に関する知識及び意識の向上を図り、

自発的な環境学習へのきっかけをつくることを目

的に開催しています。市民団体や事業者と協働し、

本市の環境の現状や市民一人ひとりが取り組むべ

きことを催し物などを通じてわかりやすく紹介して

います。 

 

 

 

［再エネ 100 宣言 REAction］ 

企業等の団体の使用電力を 100％再生可能エネ

ルギーに転換する意思と行動を示す枠組みのこと

です。ＲＥ100の対象外となっている中小企業等が

対象となっているのが特徴です。 

 

［再生可能エネルギー］ 

太陽光、風力、水力、地熱、太陽熱、バイオマスなど、

自然の営みから継続して利用できるエネルギーの

ことです。エネルギー源が絶えず再生・供給され、

地球環境への負荷が少ないことが特徴です。 

 

［再生資源集団回収報奨金］ 

ごみの減量及び資源の有効利用を図るため、自主

的に再生資源集団回収を行う地域住民団体等に

対し、回収量に応じて報奨金を支給する制度です。 

 

[ＺＥＨ] 

Net Zero Energy Houseの略称で、「ゼッチ」と

呼びます。住宅で消費する年間の一次エネルギー

の収支をゼロにすることをめざした建物のことです。 

 

[ＺＥＢ] 

Net Zero Energy Buildingの略称で、「ゼブ」と

呼びます。建物で消費する年間の一次エネルギー

の収支をゼロにすることをめざした建物のことです。 

 

［廃棄物減量等推進員］ 

廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第 10

条の規定に基づき委嘱しています。地域のごみ減

量やリサイクルを推進するリーダー役として、ごみ集

積場所の減量の確認、地域での正しいごみの出し

方についての啓発活動、地域の要望・提案などの

伝達、市の減量施策やイベント等への協力等に取

り組んでいただいています。 
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